
奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事
山
下

真

奈
良
県
条
例
第
三
十
九
号

奈
良
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
奈
良
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
百
二
十
八
及
び
百
二
十
九
の
項
か
ら
百
三
十
四
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
二
削
除

十
八

か
ら

百
三

十
四

ま
で

別
表
第
一
の
百
三
十
五
の
項
中
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
八

年
政
令
第
三
百
八
十
六
号
）
」
を
加
え
、
同
表
中
百
九
十
一
の
二
の
項
を
削
り
、
百
九
十
一
の
二
の

二
の
項
を
百
九
十
一
の
二
の
項
と
し
、
百
九
十
一
の
二
の
三
の
項
か
ら
百
九
十
一
の
二
の
五
の
項
ま

で
を
百
九
十
一
の
二
の
二
の
項
か
ら
百
九
十
一
の
二
の
四
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
二
百
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

二
百
削
除

別
表
第
一
の
二
百
三
十
三
の
項
か
ら
二
百
三
十
五
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
削
除

三
十

三
か



ら
二

百
三

十
五

ま
で

別
表
第
一
中
二
百
三
十
六
の
項
を
削
り
、
二
百
三
十
六
の
二
の
項
を
二
百
三
十
六
の
項
と
し
、
二

百
三
十
六
の
三
の
項
を
二
百
三
十
六
の
二
の
項
と
し
、
同
表
二
百
三
十
八
の
項
か
ら
二
百
四
十
一
の

項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
削
除

三
十

八
か

ら
二

百
四

十
一

ま
で

別
表
第
一
の
三
百
四
十
七
の
項
及
び
三
百
四
十
八
の
項
中
「
三
万
三
千
円
」
の
下
に
「
（
当
該
申

請
を
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請
に
係

る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
二
万
六
千
五
百
円
）
」
を
加
え
、
同
表
三
百
五
十
七
の
項
中
「
一
万
六
千
円

」
を
「
二
万
三
千
二
百
円
」
に
、
「
一
万
円
」
を
「
一
万
六
千
五
百
円
」
に
、
「
二
万
五
千
円
」
を

「
三
万
六
千
三
百
円
」
に
、
「
一
万
五
千
円
」
を
「
二
万
四
千
三
百
円
」
に
、
「
三
万
七
千
円
」
を

「
五
万
四
千
二
百
円
」
に
、
「
二
万
千
円
」
を
「
三
万
五
千
百
円
」
に
、

「

床
面
積
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る
確
認
申
請

二
百
平
方
メ
ー
ト
区
分
に
応
じ
、
又
は
計
画

ル
を
超
え
五
百
平
そ
れ
ぞ
れ
次
通
知
の
と

方
メ
ー
ト
ル
以
内
に
定
め
る
額
き
。

の
も
の

ア
構
造
計



算
書
等
の

添
付
を
要

す
る
場
合

を

五
万
五

千
円

イ
構
造
計

算
書
等
の

添
付
を
要

し
な
い
場

合
二
万

七
千
円

」

「

床
面
積
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る
確
認
申
請

二
百
平
方
メ
ー
ト
区
分
に
応
じ
、
又
は
計
画

ル
を
超
え
三
百
平
そ
れ
ぞ
れ
次
通
知
の
と

方
メ
ー
ト
ル
以
内
に
定
め
る
額
き
。

の
も
の

ア
構
造
計

算
書
等
の

添
付
を
要

す
る
場
合

八
万
千

百
円

イ
構
造
計

算
書
等
の

に
、
「
九
万
二
千
円
」
を
「
十
五
万
円
」

添
付
を
要

し
な
い
場

合
四
万

七
千
三
百

円



床
面
積
の
合
計
が
十
万
千
円

確
認
申
請

三
百
平
方
メ
ー
ト

又
は
計
画

ル
を
超
え
五
百
平

通
知
の
と

方
メ
ー
ト
ル
以
内

き
。

の
も
の

」

に
、
「
十
二
万
円
」
を
「
二
十
一
万
七
千
円
」
に
、
「
二
十
三
万
円
」
を
「
三
十
七
万
円
」
に
、
「

二
十
七
万
円
」
を
「
四
十
四
万
円
」
に
、
「
四
十
一
万
円
」
を
「
六
十
六
万
千
円
」
に
、
「
六
十
六

万
円
」
を
「
九
十
八
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百
建
築
物
エ
ネ
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
次
に
掲
げ
る
確
認
申
請

五
十
ル
ギ
ー
消
費
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
額
を
合
算
し
又
は
計
画

七
の
性
能
適
合
性
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
た
額

通
知
の
と

二
判
定
を
行
う
第
一
項
た
だ
し
書
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ア
三
百
九
き
。

こ
と
が
比
較
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う

十
九
の
五

的
容
易
な
特
こ
と
が
比
較
的
容
易
な
特
定
建
築
行

の
二
の
項

定
建
築
行
為
為
（
同
項
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

に
掲
げ
る

に
係
る
確
認
費
性
能
適
合
性
判
定
を
受
け
て
い
な

手
数
料
額

申
請
又
は
計
い
も
の
で
あ
っ
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
イ
三
百
五

画
通
知
手
数
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

十
七
の
項

料
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年

に
掲
げ
る

国
土
交
通
省
令
第
五
号
。
以
下
こ
の

手
数
料
額

項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
基
準
に
適

合
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る

建
築
物
に
関
す
る
建
築
基
準
法
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
の

申
請
又
は
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第



十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定

を
行
う
こ
と
が
比
較
的
容
易
な
特
定

建
築
行
為
（
同
法
第
十
一
条
第
一
項

の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定
を
受
け
て
い
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
省
令
第
二
条
第
一
項
第
一

号
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
建
築
物
に
関
す
る
建

築
基
準
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
計
画
の
通
知
に
対
す
る
審

査

別
表
第
一
の
三
百
五
十
八
の
項
中
「
一
万
三
千
円
」
を
「
一
万
五
千
百
円
」
に
、
「
七
千
円
」
を

「
八
千
五
百
円
」
に
、
「
八
千
円
」
を
「
九
千
九
百
円
」
に
、
「
五
千
円
」
を
「
六
千
七
百
円
」
に

改
め
、
同
表
三
百
五
十
九
の
項
中
「
一
万
四
千
円
」
を
「
二
万
千
四
百
円
」
に
、
「
一
万
七
千
円
」

を
「
二
万
五
千
九
百
円
」
に
、
「
二
万
三
千
円
」
を
「
三
万
五
千
百
円
」
に
、

「

床
面
積
の
合
計
が
三
万
四
千
円
完
了
検
査

二
百
平
方
メ
ー
ト

申
請
又
は

ル
を
超
え
五
百
平

完
了
検
査

を

方
メ
ー
ト
ル
以
内

通
知
の
と

の
も
の

き
。

」

「

床
面
積
の
合
計
が
五
万
千
六
百
完
了
検
査

二
百
平
方
メ
ー
ト
円

申
請
又
は

ル
を
超
え
三
百
平

完
了
検
査

方
メ
ー
ト
ル
以
内

通
知
の
と

の
も
の

き
。



に
、
「
五
万
四
千
円
」
を
「
九
万
七
百
円

床
面
積
の
合
計
が
六
万
五
千
百
完
了
検
査

三
百
平
方
メ
ー
ト
円

申
請
又
は

ル
を
超
え
五
百
平

完
了
検
査

方
メ
ー
ト
ル
以
内

通
知
の
と

の
も
の

き
。

」

」
に
、
「
七
万
五
千
円
」
を
「
十
三
万
二
千
円
」
に
、
「
十
三
万
円
」
を
「
二
十
一
万
六
千
円
」
に
、

「
十
七
万
円
」
を
「
二
十
八
万
五
千
円
」
に
、
「
二
十
四
万
円
」
を
「
三
十
九
万
二
千
円
」
に
、
「

四
十
五
万
円
」
を
「
六
十
八
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
表
三
百
五
十
九
の
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。三
百
建
築
物
エ
ネ
建
築
物
の
エ
ネ
規
則
で
定
め
る
と
三
百
五
十
九
完
了
検
査

五
十
ル
ギ
ー
消
費
ル
ギ
ー
消
費
性
こ
ろ
に
よ
り
算
定
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

九
の
性
能
適
合
性
能
の
向
上
等
に
し
た
床
面
積
の
合
る
床
面
積
の
完
了
検
査

二
判
定
を
受
け
関
す
る
法
律
第
計
（
以
下
こ
の
項
合
計
の
区
分
通
知
の
と

た
建
築
物
に
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
算
定
に
応
じ
、
そ
き
。

関
す
る
完
了
に
規
定
す
る
建
床
面
積
」
と
い
う
。
れ
ぞ
れ
当
該

検
査
申
請
又
築
物
エ
ネ
ル
ギ
）
が
二
百
平
方
メ
手
数
料
額
に

は
完
了
検
査
ー
消
費
性
能
適
ー
ト
ル
以
内
の
も
八
千
百
円
を

通
知
手
数
料
合
性
判
定
を
受
の

加
算
し
た
額

け
た
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
算
定
床
面
積
が
二
三
百
五
十
九
完
了
検
査

性
能
確
保
計
画
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

に
よ
る
建
築
物
を
超
え
る
も
の

る
床
面
積
の
完
了
検
査

（
同
法
及
び
都

合
計
の
区
分
通
知
の
と

市
の
低
炭
素
化

に
応
じ
、
そ
き
。

の
促
進
に
関
す

れ
ぞ
れ
当
該

る
法
律
（
平
成

手
数
料
額
に

二
十
四
年
法
律

八
千
四
百
円



第
八
十
四
号
）

を
加
算
し
た

の
規
定
に
よ
り

額

適
合
判
定
通
知

書
の
交
付
を
受

け
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
者
が

新
築
等
を
し
よ

う
と
す
る
建
築

物
を
含
む
。
三

百
六
十
一
の
二

の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
関

す
る
建
築
基
準

法
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基

づ
く
完
了
検
査

の
申
請
又
は
建

築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関

す
る
法
律
第
十

二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
適
合

性
判
定
を
受
け

た
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性

能
確
保
計
画
に

よ
る
建
築
物
（



同
法
及
び
都
市

の
低
炭
素
化
の

促
進
に
関
す
る

法
律
の
規
定
に

よ
り
適
合
判
定

通
知
書
の
交
付

を
受
け
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る

者
が
新
築
等
を

し
よ
う
と
す
る

建
築
物
を
含
む
。

三
百
六
十
一
の

二
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に

関
す
る
建
築
基

準
法
第
十
八
条

第
二
十
項
の
規

定
に
基
づ
く
完

了
検
査
の
通
知

に
対
す
る
検
査

（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
省

エ
ネ
基
準
に
係

る
完
了
検
査
」

と
い
う
。
）
の

う
ち
、
単
位
住

戸
（
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
基
準
等
を

定
め
る
省
令
（



平
成
二
十
八
年

経
済
産
業
省
・

国
土
交
通
省
令

第
一
号
。
以
下

こ
の
項
、
三
百

九
十
九
の
二
の

五
の
項
、
三
百

九
十
九
の
四
の

項
、
三
百
九
十

九
の
五
の
二
の

項
、
三
百
九
十

九
の
五
の
三
の

項
、
三
百
九
十

九
の
六
の
項
及

び
三
百
九
十
九

の
八
の
項
に
お

い
て
「
基
準
省

令
」
と
い
う
。

）
第
一
条
第
一

項
第
二
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
単

位
住
戸
を
い
う
。

）
の
数
が
一
で

あ
る
住
宅
（
以

下
こ
の
項
、
三

百
六
十
一
の
二

の
項
、
三
百
九

十
九
の
二
の
五

の
項
、
三
百
九

十
九
の
四
の
項
、



三
百
九
十
九
の

五
の
二
の
項
、

三
百
九
十
九
の

五
の
三
の
項
、

三
百
九
十
九
の

六
の
項
及
び
三

百
九
十
九
の
八

の
項
に
お
い
て

「
一
戸
建
て
の

住
宅
」
と
い
う
。

）
に
係
る
検
査

（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
戸

建
住
宅
に
係
る

省
エ
ネ
検
査
」

と
い
う
。
）

省
エ
ネ
基
準
に
算
定
床
面
積
が
三
三
百
五
十
九
完
了
検
査

係
る
完
了
検
査
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

の
う
ち
、
一
戸
以
内
の
も
の

る
床
面
積
の
完
了
検
査

建
て
の
住
宅
以

合
計
の
区
分
通
知
の
と

外
の
住
宅
（
以

に
応
じ
、
そ
き
。

下
こ
の
項
、
三

れ
ぞ
れ
当
該

百
六
十
一
の
二

手
数
料
額
に

の
項
、
三
百
九

一
万
三
千
円

十
九
の
二
の
五

を
加
算
し
た

の
項
、
三
百
九

額

十
九
の
四
の
項
、

三
百
九
十
九
の
算
定
床
面
積
が
三
三
百
五
十
九
完
了
検
査

五
の
二
の
項
、
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は



三
百
九
十
九
の
を
超
え
二
千
平
方
る
床
面
積
の
完
了
検
査

五
の
三
の
項
、
メ
ー
ト
ル
以
内
の
合
計
の
区
分
通
知
の
と

三
百
九
十
九
の
も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

六
の
項
及
び
三

れ
ぞ
れ
当
該

百
九
十
九
の
八

手
数
料
額
に

の
項
に
お
い
て

二
万
八
千
円

「
共
同
住
宅
」

を
加
算
し
た

と
い
う
。
）
に

額

係
る
検
査
（
以

下
こ
の
項
に
お
算
定
床
面
積
が
二
三
百
五
十
九
完
了
検
査

い
て
「
共
同
住
千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

宅
に
係
る
省
エ
を
超
え
五
千
平
方
る
床
面
積
の
完
了
検
査

ネ
検
査
」
と
い
メ
ー
ト
ル
以
内
の
合
計
の
区
分
通
知
の
と

う
。
）

も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

四
万
七
千
百

円
を
加
算
し

た
額

算
定
床
面
積
が
五
三
百
五
十
九
完
了
検
査

千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
一
万
平
方
る
床
面
積
の
完
了
検
査

メ
ー
ト
ル
以
内
の
合
計
の
区
分
通
知
の
と

も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

六
万
九
千
円

を
加
算
し
た

額



算
定
床
面
積
が
一
三
百
五
十
九
完
了
検
査

万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
二
万
五
千
る
床
面
積
の
完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
以
合
計
の
区
分
通
知
の
と

内
の
も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

十
二
万
三
千

円
を
加
算
し

た
額

算
定
床
面
積
が
二
三
百
五
十
九
完
了
検
査

万
五
千
平
方
メ
ー
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

ト
ル
を
超
え
五
万
る
床
面
積
の
完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
以
合
計
の
区
分
通
知
の
と

内
の
も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

二
十
万
五
千

円
を
加
算
し

た
額

算
定
床
面
積
が
五
三
百
五
十
九
完
了
検
査

万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
る
も
の

る
床
面
積
の
完
了
検
査

合
計
の
区
分
通
知
の
と

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に



三
十
五
万
六

千
円
を
加
算

し
た
額

省
エ
ネ
基
準
に
算
定
床
面
積
が
三
三
百
五
十
九
完
了
検
査

係
る
完
了
検
査
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

の
う
ち
、
非
住
以
内
の
も
の

る
床
面
積
の
完
了
検
査

宅
部
分
（
基
準

合
計
の
区
分
通
知
の
と

省
令
第
一
条
第

に
応
じ
、
そ
き
。

一
項
第
一
号
に

れ
ぞ
れ
当
該

規
定
す
る
非
住

手
数
料
額
に

宅
部
分
を
い
う
。

四
万
九
千
五

以
下
こ
の
項
、

百
円
（
建
築

三
百
六
十
一
の

物
の
全
部
が

二
の
項
、
三
百

工
場
、
危
険

九
十
九
の
二
の

物
の
貯
蔵
又

五
の
項
、
三
百

は
処
理
に
供

九
十
九
の
四
の

す
る
も
の
、

項
、
三
百
九
十

水
産
物
の
増

九
の
五
の
二
の

殖
場
又
は
養

項
、
三
百
九
十

殖
場
、
倉
庫
、

九
の
五
の
三
の

卸
売
市
場
、

項
、
三
百
九
十

火
葬
場
、
と

九
の
六
の
項
及

畜
場
、
汚
物

び
三
百
九
十
九

処
理
場
、
ご

の
八
の
項
に
お

み
焼
却
場
そ

い
て
同
じ
。
）

の
他
エ
ネ
ル

に
係
る
検
査
（

ギ
ー
の
使
用

以
下
こ
の
項
に

の
状
況
が
こ

お
い
て
「
非
住

れ
ら
に
類
す



宅
部
分
に
係
る

る
も
の
（
以

省
エ
ネ
検
査
」

下
こ
の
項
、

と
い
う
。
）

三
百
六
十
一

の
二
の
項
、

三
百
九
十
九

の
五
の
二
の

項
及
び
三
百

九
十
九
の
五

の
三
の
項
に

お
い
て
「
工

場
等
」
と
い

う
。
）
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
一

万
四
千
二
百

円
）
を
加
算

し
た
額

算
定
床
面
積
が
三
三
百
五
十
九
完
了
検
査

百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
千
平
方
メ
る
床
面
積
の
完
了
検
査

ー
ト
ル
以
内
の
も
合
計
の
区
分
通
知
の
と

の
に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

六
万
千
六
百

円
（
工
場
等

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

一
万
八
千
円



）
を
加
算
し

た
額

算
定
床
面
積
が
千
三
百
五
十
九
完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
を
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

超
え
二
千
平
方
メ
る
床
面
積
の
完
了
検
査

ー
ト
ル
以
内
の
も
合
計
の
区
分
通
知
の
と

の
に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

七
万
九
千
九

百
円
（
工
場

等
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
万
三

千
九
百
円
）

を
加
算
し
た

額

算
定
床
面
積
が
二
三
百
五
十
九
完
了
検
査

千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
五
千
平
方
る
床
面
積
の
完
了
検
査

メ
ー
ト
ル
以
内
の
合
計
の
区
分
通
知
の
と

も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

十
二
万
七
千

円
（
工
場
等

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、



五
万
三
千
六

百
円
）
を
加

算
し
た
額

算
定
床
面
積
が
五
三
百
五
十
九
完
了
検
査

千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
一
万
平
方
る
床
面
積
の
完
了
検
査

メ
ー
ト
ル
以
内
の
合
計
の
区
分
通
知
の
と

も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

十
六
万
四
千

円
（
工
場
等

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

七
万
八
千
五

百
円
）
を
加

算
し
た
額

算
定
床
面
積
が
一
三
百
五
十
九
完
了
検
査

万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
二
万
五
千
る
床
面
積
の
完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
以
合
計
の
区
分
通
知
の
と

内
の
も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

十
九
万
六
千

円
（
工
場
等

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、



九
万
六
千
五

百
円
）
を
加

算
し
た
額

算
定
床
面
積
が
二
三
百
五
十
九
完
了
検
査

万
五
千
平
方
メ
ー
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

ト
ル
を
超
え
五
万
る
床
面
積
の
完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
以
合
計
の
区
分
通
知
の
と

内
の
も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

二
十
二
万
九

千
円
（
工
場

等
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
十
一
万

九
千
円
）
を

加
算
し
た
額

算
定
床
面
積
が
五
三
百
五
十
九
完
了
検
査

万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
る
も
の

る
床
面
積
の
完
了
検
査

合
計
の
区
分
通
知
の
と

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

二
十
九
万
六

千
円
（
工
場

等
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て



は
、
十
六
万

三
千
円
）
を

加
算
し
た
額

省
エ
ネ
基
準
に
係
る
完
了
検
査
の
う
次
に
掲
げ
る
完
了
検
査

ち
、
一
戸
建
て
の
住
宅
及
び
非
住
宅
額
を
合
算
し
申
請
又
は

部
分
に
係
る
検
査

た
額

完
了
検
査

ア
戸
建
住
通
知
の
と

宅
に
係
る
き
。

省
エ
ネ
検

査
に
掲
げ

る
手
数
料

額

イ
非
住
宅

部
分
に
係

る
省
エ
ネ

検
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

省
エ
ネ
基
準
に
係
る
完
了
検
査
の
う
次
に
掲
げ
る
完
了
検
査

ち
、
共
同
住
宅
及
び
非
住
宅
部
分
に
額
を
合
算
し
申
請
又
は

係
る
検
査

た
額

完
了
検
査

ア
共
同
住
通
知
の
と

宅
に
係
る
き
。

省
エ
ネ
検

査
に
掲
げ

る
手
数
料

額

イ
非
住
宅



部
分
に
係

る
省
エ
ネ

検
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

別
表
第
一
の
三
百
五
十
九
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百
建
築
物
エ
ネ
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
三
百
五
十
九
完
了
検
査

五
十
ル
ギ
ー
消
費
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
の
二
の
項
に
申
請
又
は

九
の
性
能
適
合
性
一
項
た
だ
し
書
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
掲
げ
る
手
数
完
了
検
査

三
判
定
を
行
う
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
こ
料
額
と
同
一
通
知
の
と

こ
と
が
比
較
と
が
比
較
的
容
易
な
特
定
建
築
行
為
の
金
額

き
。

的
容
易
な
特
に
係
る
建
築
物
に
関
す
る
建
築
基
準

定
建
築
行
為
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

に
係
る
建
築
完
了
検
査
の
申
請
又
は
建
築
物
の
エ

物
に
関
す
る
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関

完
了
検
査
申
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
た
だ
し

請
又
は
完
了
書
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

検
査
通
知
手
適
合
性
判
定
を
行
う
こ
と
が
比
較
的

数
料

容
易
な
特
定
建
築
行
為
に
係
る
建
築

物
に
関
す
る
建
築
基
準
法
第
十
八
条

第
二
十
項
の
規
定
に
基
づ
く
完
了
検

査
の
通
知
に
対
す
る
検
査

別
表
第
一
の
三
百
六
十
一
の
項
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
八
千
三
百
円
」
に
、
「
一
万
六
千

円
」
を
「
二
万
四
千
四
百
円
」
に
、
「
二
万
千
円
」
を
「
三
万
二
千
百
円
」
に
、

「

床
面
積
の
合
計
が
三
万
千
円

完
了
検
査

二
百
平
方
メ
ー
ト

申
請
又
は



ル
を
超
え
五
百
平

完
了
検
査

を

方
メ
ー
ト
ル
以
内

通
知
の
と

の
も
の

き
。

」

「

床
面
積
の
合
計
が
四
万
七
千
百
完
了
検
査

二
百
平
方
メ
ー
ト
円

申
請
又
は

ル
を
超
え
三
百
平

完
了
検
査

方
メ
ー
ト
ル
以
内

通
知
の
と

の
も
の

き
。

に
、
「
四
万
八
千
円
」
を
「
八
万
七
百
円

床
面
積
の
合
計
が
五
万
九
千
四
完
了
検
査

三
百
平
方
メ
ー
ト
百
円

申
請
又
は

ル
を
超
え
五
百
平

完
了
検
査

方
メ
ー
ト
ル
以
内

通
知
の
と

の
も
の

き
。

」

」
に
、
「
六
万
九
千
円
」
を
「
十
二
万
千
円
」
に
、
「
十
二
万
円
」
を
「
二
十
万
円
」
に
、
「
十
六

万
円
」
を
「
二
十
六
万
八
千
円
」
に
、
「
二
十
三
万
円
」
を
「
三
十
七
万
五
千
円
」
に
、
「
四
十
四

万
円
」
を
「
六
十
七
万
円
」
に
改
め
、
同
表
三
百
六
十
一
の
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百
中
間
検
査
を
建
築
物
の
エ
ネ
規
則
で
定
め
る
と
三
百
六
十
一
完
了
検
査

六
十
経
た
建
築
物
ル
ギ
ー
消
費
性
こ
ろ
に
よ
り
算
定
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

一
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
能
の
向
上
等
に
し
た
床
面
積
の
合
る
床
面
積
の
完
了
検
査

二
消
費
性
能
適
関
す
る
法
律
第
計
（
以
下
こ
の
項
合
計
の
区
分
通
知
の
と

合
性
判
定
を
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
算
定
に
応
じ
、
そ
き
。

受
け
た
建
築
に
規
定
す
る
建
床
面
積
」
と
い
う
。
れ
ぞ
れ
当
該

物
に
関
す
る
築
物
エ
ネ
ル
ギ
）
が
二
百
平
方
メ
手
数
料
額
に

完
了
検
査
申
ー
消
費
性
能
適
ー
ト
ル
以
内
の
も
八
千
百
円
を

請
又
は
完
了
合
性
判
定
を
受
の

加
算
し
た
額



検
査
通
知
手
け
た
建
築
物
エ

数
料

ネ
ル
ギ
ー
消
費
算
定
床
面
積
が
二
三
百
六
十
一
完
了
検
査

性
能
確
保
計
画
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

に
よ
る
建
築
物
を
超
え
る
も
の

る
床
面
積
の
完
了
検
査

に
関
す
る
建
築

合
計
の
区
分
通
知
の
と

基
準
法
第
七
条

に
応
じ
、
そ
き
。

の
三
第
一
項
の

れ
ぞ
れ
当
該

特
定
工
程
に
係

手
数
料
額
に

る
建
築
物
に
つ

八
千
四
百
円

い
て
の
同
法
第

を
加
算
し
た

七
条
第
一
項
の

額

規
定
に
基
づ
く

完
了
検
査
の
申

請
又
は
建
築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向

上
等
に
関
す
る

法
律
第
十
二
条

第
二
項
に
規
定

す
る
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
適
合
性
判

定
を
受
け
た
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
確

保
計
画
に
よ
る

建
築
物
に
関
す

る
建
築
基
準
法

第
十
八
条
第
二

十
項
の
規
定
に



基
づ
く
完
了
検

査
の
通
知
に
対

す
る
検
査
（
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
省
エ
ネ

基
準
に
係
る
完

了
検
査
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
、

一
戸
建
て
の
住

宅
に
係
る
検
査

（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
戸

建
住
宅
に
係
る

省
エ
ネ
検
査
」

と
い
う
。
）

省
エ
ネ
基
準
に
算
定
床
面
積
が
三
三
百
六
十
一
完
了
検
査

係
る
完
了
検
査
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

の
う
ち
、
共
同
以
内
の
も
の

る
床
面
積
の
完
了
検
査

住
宅
に
係
る
検

合
計
の
区
分
通
知
の
と

査
（
以
下
こ
の

に
応
じ
、
そ
き
。

項
に
お
い
て
「

れ
ぞ
れ
当
該

共
同
住
宅
に
係

手
数
料
額
に

る
省
エ
ネ
検
査

一
万
三
千
円

」
と
い
う
。
）

を
加
算
し
た

額

算
定
床
面
積
が
三
三
百
六
十
一
完
了
検
査

百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
二
千
平
方
る
床
面
積
の
完
了
検
査



メ
ー
ト
ル
以
内
の
合
計
の
区
分
通
知
の
と

も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

二
万
八
千
円

を
加
算
し
た

額

算
定
床
面
積
が
二
三
百
六
十
一
完
了
検
査

千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
五
千
平
方
る
床
面
積
の
完
了
検
査

メ
ー
ト
ル
以
内
の
合
計
の
区
分
通
知
の
と

も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

四
万
七
千
百

円
を
加
算
し

た
額

算
定
床
面
積
が
五
三
百
六
十
一
完
了
検
査

千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
一
万
平
方
る
床
面
積
の
完
了
検
査

メ
ー
ト
ル
以
内
の
合
計
の
区
分
通
知
の
と

も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

六
万
九
千
円

を
加
算
し
た

額



算
定
床
面
積
が
一
三
百
六
十
一
完
了
検
査

万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
二
万
五
千
る
床
面
積
の
完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
以
合
計
の
区
分
通
知
の
と

内
の
も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

十
二
万
三
千

円
を
加
算
し

た
額

算
定
床
面
積
が
二
三
百
六
十
一
完
了
検
査

万
五
千
平
方
メ
ー
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

ト
ル
を
超
え
五
万
る
床
面
積
の
完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
以
合
計
の
区
分
通
知
の
と

内
の
も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

二
十
万
五
千

円
を
加
算
し

た
額

算
定
床
面
積
が
五
三
百
六
十
一
完
了
検
査

万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
る
も
の

る
床
面
積
の
完
了
検
査

合
計
の
区
分
通
知
の
と

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

三
十
五
万
六



千
円
を
加
算

し
た
額

省
エ
ネ
基
準
に
算
定
床
面
積
が
三
三
百
六
十
一
完
了
検
査

係
る
完
了
検
査
百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

の
う
ち
、
非
住
以
内
の
も
の

る
床
面
積
の
完
了
検
査

宅
部
分
に
係
る

合
計
の
区
分
通
知
の
と

検
査
（
以
下
こ

に
応
じ
、
そ
き
。

の
項
に
お
い
て

れ
ぞ
れ
当
該

「
非
住
宅
部
分

手
数
料
額
に

に
係
る
省
エ
ネ

四
万
九
千
五

検
査
」
と
い
う
。

百
円
（
工
場

）
等
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
一
万
四

千
二
百
円
）

を
加
算
し
た

額

算
定
床
面
積
が
三
三
百
六
十
一
完
了
検
査

百
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
千
平
方
メ
る
床
面
積
の
完
了
検
査

ー
ト
ル
以
内
の
も
合
計
の
区
分
通
知
の
と

の
に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

六
万
千
六
百

円
（
工
場
等

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、



一
万
八
千
円

）
を
加
算
し

た
額

算
定
床
面
積
が
千
三
百
六
十
一
完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
を
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

超
え
二
千
平
方
メ
る
床
面
積
の
完
了
検
査

ー
ト
ル
以
内
の
も
合
計
の
区
分
通
知
の
と

の
に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

七
万
九
千
九

百
円
（
工
場

等
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
二
万
三

千
九
百
円
）

を
加
算
し
た

額

算
定
床
面
積
が
二
三
百
六
十
一
完
了
検
査

千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
五
千
平
方
る
床
面
積
の
完
了
検
査

メ
ー
ト
ル
以
内
の
合
計
の
区
分
通
知
の
と

も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

十
二
万
七
千

円
（
工
場
等

で
あ
る
場
合



に
あ
っ
て
は
、

五
万
三
千
六

百
円
）
を
加

算
し
た
額

算
定
床
面
積
が
五
三
百
六
十
一
完
了
検
査

千
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
一
万
平
方
る
床
面
積
の
完
了
検
査

メ
ー
ト
ル
以
内
の
合
計
の
区
分
通
知
の
と

も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

十
六
万
四
千

円
（
工
場
等

で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、

七
万
八
千
五

百
円
）
を
加

算
し
た
額

算
定
床
面
積
が
一
三
百
六
十
一
完
了
検
査

万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
二
万
五
千
る
床
面
積
の
完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
以
合
計
の
区
分
通
知
の
と

内
の
も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

十
九
万
六
千

円
（
工
場
等

で
あ
る
場
合



に
あ
っ
て
は
、

九
万
六
千
五

百
円
）
を
加

算
し
た
額

算
定
床
面
積
が
二
三
百
六
十
一
完
了
検
査

万
五
千
平
方
メ
ー
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

ト
ル
を
超
え
五
万
る
床
面
積
の
完
了
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
以
合
計
の
区
分
通
知
の
と

内
の
も
の

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

二
十
二
万
九

千
円
（
工
場

等
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
十
一
万

九
千
円
）
を

加
算
し
た
額

算
定
床
面
積
が
五
三
百
六
十
一
完
了
検
査

万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
項
に
掲
げ
申
請
又
は

を
超
え
る
も
の

る
床
面
積
の
完
了
検
査

合
計
の
区
分
通
知
の
と

に
応
じ
、
そ
き
。

れ
ぞ
れ
当
該

手
数
料
額
に

二
十
九
万
六

千
円
（
工
場

等
で
あ
る
場



合
に
あ
っ
て

は
、
十
六
万

三
千
円
）
を

加
算
し
た
額

省
エ
ネ
基
準
に
係
る
完
了
検
査
の
う
次
に
掲
げ
る
完
了
検
査

ち
、
一
戸
建
て
の
住
宅
及
び
非
住
宅
額
を
合
算
し
申
請
又
は

部
分
に
係
る
検
査

た
額

完
了
検
査

ア
戸
建
住
通
知
の
と

宅
に
係
る
き
。

省
エ
ネ
検

査
に
掲
げ

る
手
数
料

額

イ
非
住
宅

部
分
に
係

る
省
エ
ネ

検
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

省
エ
ネ
基
準
に
係
る
完
了
検
査
の
う
次
に
掲
げ
る
完
了
検
査

ち
、
共
同
住
宅
及
び
非
住
宅
部
分
に
額
を
合
算
し
申
請
又
は

係
る
検
査

た
額

完
了
検
査

ア
共
同
住
通
知
の
と

宅
に
係
る
き
。

省
エ
ネ
検

査
に
掲
げ

る
手
数
料

額



イ
非
住
宅

部
分
に
係

る
省
エ
ネ

検
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

別
表
第
一
の
三
百
六
十
三
の
項
中
「
一
万
三
千
円
」
を
「
一
万
九
千
八
百
円
」
に
、
「
一
万
六
千

円
」
を
「
二
万
四
千
四
百
円
」
に
、
「
二
万
千
円
」
を
「
三
万
二
千
百
円
」
に
、

「

中
間
検
査
を
行
う
三
万
千
円

中
間
検
査

部
分
の
床
面
積
の

申
請
又
は

合
計
が
二
百
平
方

中
間
検
査

を

メ
ー
ト
ル
を
超
え

通
知
の
と

五
百
平
方
メ
ー
ト

き
。

ル
以
内
の
も
の

」

「

中
間
検
査
を
行
う
四
万
七
千
百
中
間
検
査

部
分
の
床
面
積
の
円

申
請
又
は

合
計
が
二
百
平
方

中
間
検
査

メ
ー
ト
ル
を
超
え

通
知
の
と

三
百
平
方
メ
ー
ト

き
。

ル
以
内
の
も
の

に
、
「
五
万
千
円
」
を
「
八
万
五
千
七
百

中
間
検
査
を
行
う
五
万
九
千
四
中
間
検
査

部
分
の
床
面
積
の
百
円

申
請
又
は

合
計
が
三
百
平
方

中
間
検
査

メ
ー
ト
ル
を
超
え

通
知
の
と

五
百
平
方
メ
ー
ト

き
。



ル
以
内
の
も
の

」

円
」
に
、
「
六
万
九
千
円
」
を
「
十
二
万
千
円
」
に
、
「
十
一
万
円
」
を
「
十
八
万
三
千
円
」
に
、

「
十
六
万
円
」
を
「
二
十
六
万
八
千
円
」
に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
四
十
万
八
千
円
」
に
、
「
五

十
一
万
円
」
を
「
七
十
七
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
六
の
項
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「

一
万
三
千
円
」
に
、
「
七
千
円
」
を
「
八
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
二
の
五
の
項

中
「
単
位
住
戸
（
住
宅
部
分
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
を
い
う
。
）
の
一
の
住
戸
を
い
う
。
）
の
数
が
一
で
あ
る
住
宅
（

以
下
こ
の
項
、
三
百
九
十
九
の
四
の
項
、
三
百
九
十
九
の
六
の
項
、
三
百
九
十
九
の
八
の
項
及
び
三

百
九
十
九
の
十
の
項
に
お
い
て
「
一
戸
建
て
の
住
宅
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
。
以
下

こ
の
項
、
三
百
九
十
九
の
五
の
二
の
項
、
三
百
九
十
九
の
五
の
三
の
項
及
び
三
百
九
十
九
の
十
の
項

に
お
い
て
「
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
」
を
「
一
戸
建
て
の
住
宅
で
あ

っ
て
基
準
省
令
第
十
条
第
二
号
イ
⑴
」
に
、
「
四
万
二
百
円
」
を
「
四
万
千
百
円
」
に
、
「
第
十
五

条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
六
千
七
百
円
」
を
「
七
千
二
百
円
」
に
、
「
四
万
四

千
三
百
円
」
を
「
四
万
五
千
二
百
円
」
に
、

「

都
市
の
低
炭
素
床
面
積
が
二
百
平
二
万
三
千
二
認
定
申
請

化
の
促
進
に
関
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
低
炭
の
と
き
。

す
る
法
律
第
五
の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ

く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
六

物
新
築
等
計
画

千
七
百
円
）

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査
床
面
積
が
二
百
平
二
万
四
千
五
認
定
申
請

の
う
ち
、
一
戸
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
円
（
低
炭
の
と
き
。

建
て
の
住
宅
で
の
も
の

素
建
築
物
適

あ
っ
て
基
準
省

合
計
画
で
あ

令
第
十
条
第
一

る
場
合
に
あ



項
第
二
号
イ
⑵

っ
て
は
、
六

及
び
同
号
ロ
⑵

千
七
百
円
）

の
基
準
（
以
下

を

こ
の
項
、
三
百

九
十
九
の
四
の

項
、
三
百
九
十

九
の
六
の
項
及

び
三
百
九
十
九

の
八
の
項
に
お

い
て
「
誘
導
仕

様
基
準
」
と
い

う
。
）
を
用
い

た
も
の
に
係
る

審
査
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
戸
建
住
宅
仕

様
審
査
」
と
い

う
。
）

」

「

都
市
の
低
炭
素
床
面
積
が
二
百
平
二
万
三
千
八
認
定
申
請

化
の
促
進
に
関
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
低
炭
の
と
き
。

す
る
法
律
第
五
の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ

く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
七

物
新
築
等
計
画

千
二
百
円
）

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査
床
面
積
が
二
百
平
二
万
五
千
二
認
定
申
請

の
う
ち
、
一
戸
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
円
（
低
炭
の
と
き
。



建
て
の
住
宅
で
の
も
の

素
建
築
物
適

あ
っ
て
基
準
省

合
計
画
で
あ

令
第
十
条
第
二

る
場
合
に
あ

号
イ
⑵
及
び
同

っ
て
は
、
七

号
ロ
⑵
の
基
準

千
二
百
円
）

（
以
下
こ
の
項
、

三
百
九
十
九
の

四
の
項
、
三
百

九
十
九
の
六
の

項
及
び
三
百
九

十
九
の
八
の
項

に
お
い
て
「
誘

導
仕
様
基
準
」

と
い
う
。
）
を

用
い
た
も
の
に

係
る
審
査
（
以

に
、
「
一
戸
建
て
の
住

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
戸
建
住

宅
仕
様
審
査
」

と
い
う
。
）

都
市
の
低
炭
素
基
準
省
令
第
十
条
戸
建
住
宅
標
認
定
申
請

化
の
促
進
に
関
第
二
号
イ
⑴
を
用
準
審
査
に
掲
の
と
き
。

す
る
法
律
第
五
い
た
も
の

げ
る
手
数
料

十
三
条
第
一
項

額

の
規
定
に
基
づ

く
低
炭
素
建
築
基
準
省
令
第
十
条
戸
建
住
宅
仕
認
定
申
請

物
新
築
等
計
画
第
二
号
イ
⑵
を
用
様
審
査
に
掲
の
と
き
。

の
認
定
の
申
請
い
た
も
の

げ
る
手
数
料

に
対
す
る
審
査

額



の
う
ち
、
一
戸

建
て
の
住
宅
に

係
る
審
査
で
あ

っ
て
、
戸
建
住

宅
標
準
審
査
及

び
戸
建
住
宅
仕

様
審
査
以
外
の

審
査
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
戸
建
住
宅
併

用
審
査
」
と
い

う
。
）

」

宅
以
外
の
住
宅
（
以
下
こ
の
項
、
三
百
九
十
九
の
四
の
項
、
三
百
九
十
九
の
六
の
項
、
三
百
九
十
九

の
八
の
項
及
び
三
百
九
十
九
の
十
の
項
に
お
い
て
「
共
同
住
宅
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
」
を
「
共

同
住
宅
で
あ
っ
て
い
ず
れ
か
の
住
戸
に
つ
い
て
」
に
、
「
七
万
五
千
八
百
円
」
を
「
七
万
七
千
円
」

に
、
「
一
万
千
五
百
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
、
「
十
二
万
三
千
円
」
を
「
十
二
万
五
千
円
」
に
、

「
二
万
二
千
四
百
円
」
を
「
二
万
三
千
百
円
」
に
、
「
二
十
万
六
千
円
」
を
「
二
十
万
八
千
円
」
に
、

「
四
万
七
千
七
百
円
」
を
「
四
万
八
千
七
百
円
」
に
、
「
二
十
九
万
二
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合

計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
四
千
円
）
」
を
「
二
十
九
万
六
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合

計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
五
千
三
百
円
）
」
に
、
「
五
十
七
万
千
円
」
を
「
五
十
七
万

八
千
円
」
に
、
「
十
三
万
四
千
円
」
を
「
十
三
万
六
千
円
」
に
、
「
百
万
六
千
円
」
を
「
百
一
万
八

千
円
」
に
、
「
二
十
万
二
千
円
」
を
「
二
十
万
四
千
円
」
に
、
「
百
八
十
四
万
四
千
円
」
を
「
百
八

十
六
万
六
千
円
」
に
、
「
三
十
万
五
千
円
」
を
「
三
十
万
九
千
円
」
に
、

「

都
市
の
低
炭
素
床
面
積
が
三
百
平
三
万
八
千
九
認
定
申
請

化
の
促
進
に
関
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
低
炭
の
と
き
。

す
る
法
律
第
五
の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ



く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
一

物
新
築
等
計
画

万
千
五
百
円

の
認
定
の
申
請

）

に
対
す
る
審
査

の
う
ち
、
共
同
床
面
積
が
三
百
平
六
万
四
千
円
認
定
申
請

住
宅
で
あ
っ
て
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
低
炭
素
建
の
と
き
。

誘
導
仕
様
基
準
二
千
平
方
メ
ー
ト
築
物
適
合
計

を
用
い
た
も
の
ル
未
満
の
も
の

画
で
あ
る
場

に
係
る
審
査
（

合
に
あ
っ
て

以
下
こ
の
項
に

は
、
二
万
二

お
い
て
「
共
同

千
四
百
円
）

住
宅
仕
様
審
査

」
と
い
う
。
）
床
面
積
が
二
千
平
十
一
万
千
円
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
低
炭
素
建
の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト
築
物
適
合
計

ル
未
満
の
も
の

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
七

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平
十
六
万
五
千
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
低
炭
素
の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト
建
築
物
適
合

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

を

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平
二
十
九
万
九
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
低
炭
の
と
き
。



二
万
五
千
平
方
メ
素
建
築
物
適

ー
ト
ル
未
満
の
も
合
計
画
で
あ

の
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五
五
十
万
千
円
認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル
（
低
炭
素
建
の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ
築
物
適
合
計

ー
ト
ル
未
満
の
も
画
で
あ
る
場

の
合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平
八
十
二
万
八
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
低
炭
の
と
き
。

の
も
の

素
建
築
物
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三

十
万
五
千
円

）

」

「

都
市
の
低
炭
素
床
面
積
が
三
百
平
三
万
九
千
七
認
定
申
請

化
の
促
進
に
関
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
低
炭
の
と
き
。

す
る
法
律
第
五
の
も
の

素
建
築
物
適

十
三
条
第
一
項

合
計
画
で
あ

の
規
定
に
基
づ

る
場
合
に
あ



く
低
炭
素
建
築

っ
て
は
、
一

物
新
築
等
計
画

万
二
千
円
）

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査
床
面
積
が
三
百
平
六
万
四
千
六
認
定
申
請

の
う
ち
、
共
同
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
円
（
低
炭
の
と
き
。

住
宅
で
あ
っ
て
二
千
平
方
メ
ー
ト
素
建
築
物
適

全
て
の
住
戸
に
ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

つ
い
て
誘
導
仕

る
場
合
に
あ

様
基
準
を
用
い

っ
て
は
、
二

た
も
の
に
係
る

万
三
千
百
円

審
査
（
以
下
こ

）

の
項
に
お
い
て

「
共
同
住
宅
仕
床
面
積
が
二
千
平
十
一
万
二
千
認
定
申
請

様
審
査
」
と
い
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
低
炭
素
の
と
き
。

う
。
）

五
千
平
方
メ
ー
ト
建
築
物
適
合

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
四
万

八
千
七
百
円

）

床
面
積
が
五
千
平
十
六
万
七
千
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
低
炭
素
の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト
建
築
物
適
合

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

五
千
三
百
円

）



床
面
積
が
一
万
平
三
十
万
二
千
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
低
炭
素
の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ
建
築
物
適
合

ー
ト
ル
未
満
の
も
計
画
で
あ
る

の
場
合
に
あ
っ

に
、
「
建
築
物
の
エ
ネ

て
は
、
十
三

万
六
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五
五
十
万
七
千
認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル
円
（
低
炭
素
の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ
建
築
物
適
合

ー
ト
ル
未
満
の
も
計
画
で
あ
る

の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平
八
十
八
万
四
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
低
炭
の
と
き
。

の
も
の

素
建
築
物
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三

十
万
九
千
円

）

都
市
の
低
炭
素
い
ず
れ
か
の
住
戸
共
同
住
宅
標
認
定
申
請

化
の
促
進
に
関
に
つ
い
て
基
準
省
準
審
査
に
掲
の
と
き
。

す
る
法
律
第
五
令
第
十
条
第
二
号
げ
る
手
数
料

十
三
条
第
一
項
イ
⑴
の
基
準
を
用
額

の
規
定
に
基
づ
い
た
も
の



く
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画
全
て
の
住
戸
に
つ
共
同
住
宅
仕
認
定
申
請

の
認
定
の
申
請
い
て
基
準
省
令
第
様
審
査
に
掲
の
と
き
。

に
対
す
る
審
査
十
条
第
二
号
イ
⑵
げ
る
手
数
料

の
う
ち
、
共
同
の
基
準
を
用
い
た
額

住
宅
に
係
る
審
も
の

査
で
あ
っ
て
、

共
同
住
宅
標
準

審
査
及
び
共
同

住
宅
仕
様
審
査

以
外
の
審
査
（

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
共
同

住
宅
併
用
審
査

」
と
い
う
。
）

」

ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
住
宅
部
分
（
以
下
こ

の
項
、
三
百
九
十
九
の
四
の
項
、
三
百
九
十
九
の
五
の
二
の
項
、
三
百
九
十
九
の
五
の
三
の
項
、
三

百
九
十
九
の
六
の
項
、
三
百
九
十
九
の
八
の
項
及
び
三
百
九
十
九
の
十
の
項
に
お
い
て
「
非
住
宅
部

分
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
基
準
省
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
」
を
「
非
住
宅
部
分
で
あ
っ
て

基
準
省
令
第
十
条
第
一
号
イ
⑴
」
に
、
「
二
十
三
万
八
千
円
」
を
「
二
十
四
万
千
円
」
に
、
「
二
十

九
万
七
千
円
」
を
「
三
十
万
千
円
」
に
、
「
一
万
八
千
七
百
円
」
を
「
一
万
九
千
三
百
円
」
に
、
「

三
十
八
万
千
円
」
を
「
三
十
八
万
六
千
円
」
に
、
「
二
万
九
千
三
百
円
」
を
「
三
万
円
」
に
、
「
五

十
四
万
二
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
四
千
円
）
」
を
「
五

十
四
万
九
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
五
千
三
百
円
）
」
に
、

「
六
十
六
万
六
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
二
千
円
）
」

を
「
六
十
七
万
五
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
四
千
円
）

」
に
、
「
七
十
八
万
七
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
万
六
千

円
）
」
を
「
七
十
九
万
七
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
万
八

千
円
）
」
に
、
「
八
十
九
万
七
千
円
」
を
「
九
十
万
八
千
円
」
に
、
「
二
十
万
七
千
円
」
を
「
二
十



一
万
円
」
に
、
「
百
十
一
万
七
千
円
」
を
「
百
十
三
万
千
円
」
に
、
「
二
十
八
万
九
千
円
」
を
「
二

十
九
万
三
千
円
」
に
、
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
」
を
「
第
十
条
第
一
号
イ
⑵
」
に
、
「
九
万

四
千
二
百
円
」
を
「
九
万
五
千
七
百
円
」
に
、
「
十
一
万
八
千
円
」
を
「
十
二
万
円
」
に
、
「
十
五

万
四
千
円
」
を
「
十
五
万
七
千
円
」
に
、
「
二
十
四
万
七
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
四
千
円
）
」
を
「
二
十
五
万
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
八
万
五
千
三
百
円
）
」
に
、
「
三
十
二
万
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
二
千
円
）
」
を
「
三
十
二
万
五
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
四
千
円
）
」
に
、
「
三
十
八
万
四
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
万
六
千
円
）
」
を
「
三
十
八
万
九
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計

画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
万
八
千
円
）
」
に
、
「
四
十
五
万
円
」
を
「
四
十
五
万
五
千
円

」
に
、
「
五
十
八
万
千
円
」
を
「
五
十
八
万
八
千
円
」
に
、
「
又
は
戸
建
住
宅
仕
様
審
査
」
を
「
、

戸
建
住
宅
仕
様
審
査
又
は
戸
建
住
宅
併
用
審
査
」
に
、
「
又
は
共
同
住
宅
仕
様
審
査
」
を
「
、
共
同

住
宅
仕
様
審
査
又
は
共
同
住
宅
併
用
審
査
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
四
の
項
中
「
四
万
二
百

円
」
を
「
四
万
千
百
円
」
に
、
「
六
千
七
百
円
」
を
「
七
千
二
百
円
」
に
、
「
四
万
四
千
三
百
円
」

を
「
四
万
五
千
二
百
円
」
に
、

「

都
市
の
低
炭
素
床
面
積
が
二
百
平
二
万
三
千
二
変
更
認
定

化
の
促
進
に
関
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
低
炭
申
請
の
と

す
る
法
律
第
五
の
も
の

素
建
築
物
適
き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
六

十
三
条
第
一
項

千
七
百
円
）

の
規
定
に
基
づ

く
低
炭
素
建
築
床
面
積
が
二
百
平
二
万
四
千
五
変
更
認
定

物
新
築
等
計
画
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
円
（
低
炭
申
請
の
と

の
変
更
の
認
定
の
も
の

素
建
築
物
適
き
。

の
申
請
に
対
す

合
計
画
で
あ

る
審
査
（
三
百

る
場
合
に
あ

九
十
九
の
五
の

っ
て
は
、
六

を



項
に
係
る
も
の

千
七
百
円
）

を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の

う
ち
、
一
戸
建

て
の
住
宅
で
あ

っ
て
誘
導
仕
様

基
準
を
用
い
た

も
の
に
係
る
審

査
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「

戸
建
住
宅
仕
様

審
査
」
と
い
う
。

）

」

「

都
市
の
低
炭
素
床
面
積
が
二
百
平
二
万
三
千
八
変
更
認
定

化
の
促
進
に
関
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
低
炭
申
請
の
と

す
る
法
律
第
五
の
も
の

素
建
築
物
適
き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
七

十
三
条
第
一
項

千
二
百
円
）

の
規
定
に
基
づ

く
低
炭
素
建
築
床
面
積
が
二
百
平
二
万
五
千
二
変
更
認
定

物
新
築
等
計
画
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
円
（
低
炭
申
請
の
と

の
変
更
の
認
定
の
も
の

素
建
築
物
適
き
。

の
申
請
に
対
す

合
計
画
で
あ

る
審
査
の
う
ち
、

る
場
合
に
あ

一
戸
建
て
の
住

っ
て
は
、
七



宅
で
あ
っ
て
誘

千
二
百
円
）

導
仕
様
基
準
を

用
い
た
も
の
に

係
る
審
査
（
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
戸
建
住

宅
仕
様
審
査
」

と
い
う
。
）

に
、
「
共
同
住
宅
で
あ

都
市
の
低
炭
素
基
準
省
令
第
十
条
戸
建
住
宅
標
変
更
認
定

化
の
促
進
に
関
第
二
号
イ
⑴
の
基
準
審
査
に
掲
申
請
の
と

す
る
法
律
第
五
準
を
用
い
た
も
の
げ
る
手
数
料
き
。

十
五
条
第
二
項

額

に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
基
準
省
令
第
十
条
戸
建
住
宅
仕
変
更
認
定

十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
の
基
様
審
査
に
掲
申
請
の
と

の
規
定
に
基
づ
準
を
用
い
た
も
の
げ
る
手
数
料
き
。

く
低
炭
素
建
築

額

物
新
築
等
計
画

の
変
更
の
認
定

の
申
請
に
対
す

る
審
査
の
う
ち
、

一
戸
建
て
の
住

宅
に
係
る
審
査

で
あ
っ
て
、
戸

建
住
宅
標
準
審

査
及
び
戸
建
住

宅
仕
様
審
査
以

外
の
審
査
（
以

下
こ
の
項
に
お



い
て
「
戸
建
住

宅
併
用
審
査
」

と
い
う
。
）

」

っ
て
誘
導
性
能
基
準
」
を
「
共
同
住
宅
で
あ
っ
て
い
ず
れ
か
の
住
戸
に
つ
い
て
誘
導
性
能
基
準
」
に
、

「
七
万
五
千
八
百
円
」
を
「
七
万
七
千
円
」
に
、
「
一
万
千
五
百
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
、
「

十
二
万
三
千
円
」
を
「
十
二
万
五
千
円
」
に
、
「
二
万
二
千
四
百
円
」
を
「
二
万
三
千
百
円
」
に
、

「
二
十
万
六
千
円
」
を
「
二
十
万
八
千
円
」
に
、
「
四
万
七
千
七
百
円
」
を
「
四
万
八
千
七
百
円
」

に
、
「
二
十
九
万
二
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
四
千
円
）

」
を
「
二
十
九
万
六
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
五
千
三
百

円
）
」
に
、
「
五
十
七
万
千
円
」
を
「
五
十
七
万
八
千
円
」
に
、
「
十
三
万
四
千
円
」
を
「
十
三
万

六
千
円
」
に
、
「
百
万
六
千
円
」
を
「
百
一
万
八
千
円
」
に
、
「
二
十
万
二
千
円
」
を
「
二
十
万
四

千
円
」
に
、
「
百
八
十
四
万
四
千
円
」
を
「
百
八
十
六
万
六
千
円
」
に
、
「
三
十
万
五
千
円
」
を
「

三
十
万
九
千
円
」
に
、

「

都
市
の
低
炭
素
床
面
積
が
三
百
平
三
万
八
千
九
変
更
認
定

化
の
促
進
に
関
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
低
炭
申
請
の
と

す
る
法
律
第
五
の
も
の

素
建
築
物
適
き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
一

十
三
条
第
一
項

万
千
五
百
円

の
規
定
に
基
づ

）

く
低
炭
素
建
築

物
新
築
等
計
画
床
面
積
が
三
百
平
六
万
四
千
円
変
更
認
定

の
変
更
の
認
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
低
炭
素
建
申
請
の
と

の
申
請
に
対
す
二
千
平
方
メ
ー
ト
築
物
適
合
計
き
。

る
審
査
の
う
ち
、
ル
未
満
の
も
の

画
で
あ
る
場

共
同
住
宅
で
あ

合
に
あ
っ
て

っ
て
誘
導
仕
様

は
、
二
万
二



基
準
を
用
い
た

千
四
百
円
）

も
の
に
係
る
審

査
（
以
下
こ
の
床
面
積
が
二
千
平
十
一
万
千
円
変
更
認
定

項
に
お
い
て
「
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
低
炭
素
建
申
請
の
と

共
同
住
宅
仕
様
五
千
平
方
メ
ー
ト
築
物
適
合
計
き
。

審
査
」
と
い
う
。
ル
未
満
の
も
の

画
で
あ
る
場

）
合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
七

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平
十
六
万
五
千
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
低
炭
素
申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト
建
築
物
適
合
き
。

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

を

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平
二
十
九
万
九
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
低
炭
申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ
素
建
築
物
適
き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も
合
計
画
で
あ

の
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五
五
十
万
千
円
変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル
（
低
炭
素
建
申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ
築
物
適
合
計
き
。



ー
ト
ル
未
満
の
も
画
で
あ
る
場

の
合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万

二
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平
八
十
二
万
八
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
低
炭
申
請
の
と

の
も
の

素
建
築
物
適
き
。

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三

十
万
五
千
円

）

」

「

都
市
の
低
炭
素
床
面
積
が
三
百
平
三
万
九
千
七
変
更
認
定

化
の
促
進
に
関
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
低
炭
申
請
の
と

す
る
法
律
第
五
の
も
の

素
建
築
物
適
き
。

十
五
条
第
二
項

合
計
画
で
あ

に
お
い
て
準
用

る
場
合
に
あ

す
る
同
法
第
五

っ
て
は
、
一

十
三
条
第
一
項

万
二
千
円
）

の
規
定
に
基
づ

く
低
炭
素
建
築
床
面
積
が
三
百
平
六
万
四
千
六
変
更
認
定

物
新
築
等
計
画
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
円
（
低
炭
申
請
の
と

の
変
更
の
認
定
二
千
平
方
メ
ー
ト
素
建
築
物
適
き
。

の
申
請
に
対
す
ル
未
満
の
も
の

合
計
画
で
あ

る
審
査
の
う
ち
、

る
場
合
に
あ

共
同
住
宅
で
あ

っ
て
は
、
二

っ
て
全
て
の
住

万
三
千
百
円



戸
に
つ
い
て
誘

）

導
仕
様
基
準
を

用
い
た
も
の
に
床
面
積
が
二
千
平
十
一
万
二
千
変
更
認
定

係
る
審
査
（
以
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
低
炭
素
申
請
の
と

下
こ
の
項
に
お
五
千
平
方
メ
ー
ト
建
築
物
適
合
き
。

い
て
「
共
同
住
ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

宅
仕
様
審
査
」

場
合
に
あ
っ

と
い
う
。
）

て
は
、
四
万

八
千
七
百
円

）

床
面
積
が
五
千
平
十
六
万
七
千
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
低
炭
素
申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト
建
築
物
適
合
き
。

ル
未
満
の
も
の

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

五
千
三
百
円

）

床
面
積
が
一
万
平
三
十
万
二
千
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
低
炭
素
申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ
建
築
物
適
合
き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も
計
画
で
あ
る

の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
三

万
六
千
円
）

に
、
「
二
十
三
万
八
千

床
面
積
が
二
万
五
五
十
万
七
千
変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル
円
（
低
炭
素
申
請
の
と



以
上
五
万
平
方
メ
建
築
物
適
合
き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も
計
画
で
あ
る

の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平
八
十
八
万
四
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
低
炭
申
請
の
と

の
も
の

素
建
築
物
適
き
。

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三

十
万
九
千
円

）

都
市
の
低
炭
素
い
ず
れ
か
の
住
戸
共
同
住
宅
標
変
更
認
定

化
の
促
進
に
関
に
つ
い
て
基
準
省
準
審
査
に
掲
申
請
の
と

す
る
法
律
第
五
令
第
十
条
第
二
号
げ
る
手
数
料
き
。

十
五
条
第
二
項
イ
⑴
の
基
準
を
用
額

に
お
い
て
準
用
い
た
も
の

す
る
同
法
第
五

十
三
条
第
一
項
全
て
の
住
戸
に
つ
共
同
住
宅
仕
変
更
認
定

の
規
定
に
基
づ
い
て
基
準
省
令
第
様
審
査
に
掲
申
請
の
と

く
低
炭
素
建
築
十
条
第
二
号
イ
⑵
げ
る
手
数
料
き
。

物
新
築
等
計
画
の
基
準
を
用
い
た
額

の
変
更
の
認
定
も
の

の
申
請
に
対
す

る
審
査
の
う
ち
、

共
同
住
宅
に
係

る
審
査
で
あ
っ



て
、
共
同
住
宅

標
準
審
査
及
び

共
同
住
宅
仕
様

審
査
以
外
の
審

査
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「

共
同
住
宅
併
用

審
査
」
と
い
う
。

）

」

円
」
を
「
二
十
四
万
千
円
」
に
、
「
二
十
九
万
七
千
円
」
を
「
三
十
万
千
円
」
に
、
「
一
万
八
千
七

百
円
」
を
「
一
万
九
千
三
百
円
」
に
、
「
三
十
八
万
千
円
」
を
「
三
十
八
万
六
千
円
」
に
、
「
二
万

九
千
三
百
円
」
を
「
三
万
円
」
に
、
「
五
十
四
万
二
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
八
万
四
千
円
）
」
を
「
五
十
四
万
九
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
八
万
五
千
三
百
円
）
」
に
、
「
六
十
六
万
六
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
二
千
円
）
」
を
「
六
十
七
万
五
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
三
万
四
千
円
）
」
に
、
「
七
十
八
万
七
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計

画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
万
六
千
円
）
」
を
「
七
十
九
万
七
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合

計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
六
万
八
千
円
）
」
に
、
「
八
十
九
万
七
千
円
」
を
「
九
十
万
八

千
円
」
に
、
「
二
十
万
七
千
円
」
を
「
二
十
一
万
円
」
に
、
「
百
十
一
万
七
千
円
」
を
「
百
十
三
万

千
円
」
に
、
「
二
十
八
万
九
千
円
」
を
「
二
十
九
万
三
千
円
」
に
、
「
九
万
四
千
二
百
円
」
を
「
九

万
五
千
七
百
円
」
に
、
「
十
一
万
八
千
円
」
を
「
十
二
万
円
」
に
、
「
十
五
万
四
千
円
」
を
「
十
五

万
七
千
円
」
に
、
「
二
十
四
万
七
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八

万
四
千
円
）
」
を
「
二
十
五
万
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
万
五

千
三
百
円
）
」
に
、
「
三
十
二
万
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

三
万
二
千
円
）
」
を
「
三
十
二
万
五
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

三
万
四
千
円
）
」
に
、
「
三
十
八
万
四
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

十
六
万
六
千
円
）
」
を
「
三
十
八
万
九
千
円
（
低
炭
素
建
築
物
適
合
計
画
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

十
六
万
八
千
円
）
」
に
、
「
四
十
五
万
円
」
を
「
四
十
五
万
五
千
円
」
に
、
「
五
十
八
万
千
円
」
を

「
五
十
八
万
八
千
円
」
に
、
「
又
は
戸
建
住
宅
仕
様
審
査
」
を
「
、
戸
建
住
宅
仕
様
審
査
又
は
戸
建



住
宅
併
用
審
査
」
に
、
「
又
は
共
同
住
宅
仕
様
審
査
」
を
「
、
共
同
住
宅
仕
様
審
査
又
は
共
同
住
宅

併
用
審
査
」
に
改
め
、
同
表
中
三
百
九
十
九
の
五
の
項
を
三
百
九
十
九
の
四
の
二
の
項
と
し
、
同
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
百
低
炭
素
建
築
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
三
百
九
十
九
交
付
申
請

九
十
物
新
築
等
計
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
国
の
四
の
項
に
の
と
き
。

九
の
画
軽
微
変
更
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号
）
第
四
十
掲
げ
る
手
数

五
証
明
書
交
付
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
低
炭
素
料
額
と
同
一

手
数
料

建
築
物
新
築
等
計
画
の
軽
微
な
変
更
の
金
額

に
関
す
る
証
明
書
の
交
付

別
表
第
一
の
三
百
九
十
九
の
五
の
二
の
項
及
び
三
百
九
十
九
の
五
の
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

三
百
建
築
物
エ
ネ
建
築
物
の
エ
ネ
規
則
で
定
め
る
と
三
万
七
千
六
計
画
提
出

九
十
ル
ギ
ー
消
費
ル
ギ
ー
消
費
性
こ
ろ
に
よ
り
算
定
百
円

又
は
計
画

九
の
性
能
適
合
性
能
の
向
上
等
に
し
た
床
面
積
（
以

通
知
の
と

五
の
判
定
手
数
料
関
す
る
法
律
第
下
こ
の
項
に
お
い

き
。

二
十
一
条
第
一
項
て
「
床
面
積
」
と

又
は
第
十
二
条
い
う
。
）
が
二
百

第
二
項
の
規
定
平
方
メ
ー
ト
ル
未

に
基
づ
く
建
築
満
の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
確
保
床
面
積
が
二
百
平
四
万
千
八
百
計
画
提
出

計
画
に
係
る
建
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

築
物
エ
ネ
ル
ギ
の
も
の

通
知
の
と

ー
消
費
性
能
適

き
。

合
性
判
定
に
対

す
る
審
査
の
う

ち
、
一
戸
建
て



の
住
宅
で
あ
っ

て
基
準
省
令
第

一
条
第
一
項
第

二
号
イ
た
だ
し

書
の
基
準
又
は

同
号
イ
⑴
及
び

同
号
ロ
⑴
の
基

準
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に

お
い
て
「
性
能

基
準
」
と
い
う
。

）
を
用
い
た
も

の
に
係
る
審
査

（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
戸

建
住
宅
標
準
審

査
」
と
い
う
。

）建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
二
百
平
二
万
三
百
円
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満

又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

き
。

十
一
条
第
一
項

又
は
第
十
二
条
床
面
積
が
二
百
平
二
万
千
七
百
計
画
提
出

第
二
項
の
規
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

に
基
づ
く
建
築
の
も
の

通
知
の
と

物
エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。

消
費
性
能
確
保

計
画
に
係
る
建



築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定
に
対

す
る
審
査
の
う

ち
、
一
戸
建
て

の
住
宅
で
あ
っ

て
基
準
省
令
第

一
条
第
一
項
第

二
号
イ
⑵
及
び

同
号
ロ
⑵
の
基

準
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に

お
い
て
「
仕
様

基
準
」
と
い
う
。

）
を
用
い
た
も

の
に
係
る
審
査

（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
戸

建
住
宅
仕
様
審

査
」
と
い
う
。

）建
築
物
の
エ
ネ
基
準
省
令
第
一
条
戸
建
住
宅
標
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
第
一
項
第
二
号
イ
準
審
査
に
掲
又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
⑴
の
基
準
を
用
い
げ
る
手
数
料
通
知
の
と

関
す
る
法
律
第
た
も
の

額
き
。

十
一
条
第
一
項

又
は
第
十
二
条
基
準
省
令
第
一
条
戸
建
住
宅
仕
計
画
提
出

第
二
項
の
規
定
第
一
項
第
二
号
イ
様
審
査
に
掲
又
は
計
画

に
基
づ
く
建
築
⑵
の
基
準
を
用
い
げ
る
手
数
料
通
知
の
と



物
エ
ネ
ル
ギ
ー
た
も
の

額
き
。

消
費
性
能
確
保

計
画
に
係
る
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定
に
対

す
る
審
査
の
う

ち
、
一
戸
建
て

の
住
宅
に
係
る

審
査
で
あ
っ
て
、

戸
建
住
宅
標
準

審
査
及
び
戸
建

住
宅
仕
様
審
査

以
外
の
審
査
（

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
戸
建

住
宅
併
用
審
査

」
と
い
う
。
）

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
七
万
三
千
六
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円

又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

き
。

十
一
条
第
一
項

又
は
第
十
二
条
床
面
積
が
三
百
平
十
二
万
千
円
計
画
提
出

第
二
項
の
規
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上

又
は
計
画

に
基
づ
く
建
築
二
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
ル
未
満
の
も
の

き
。

消
費
性
能
確
保

計
画
に
係
る
建
床
面
積
が
二
千
平
二
十
万
五
千
計
画
提
出



築
物
エ
ネ
ル
ギ
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

ー
消
費
性
能
適
五
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

合
性
判
定
に
対
ル
未
満
の
も
の

き
。

す
る
審
査
の
う

ち
、
共
同
住
宅
床
面
積
が
五
千
平
二
十
九
万
三
計
画
提
出

で
あ
っ
て
い
ず
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円

又
は
計
画

れ
か
の
住
戸
に
一
万
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

つ
い
て
性
能
基
ル
未
満
の
も
の

き
。

準
を
用
い
た
も

の
に
係
る
審
査
床
面
積
が
一
万
平
五
十
七
万
四
計
画
提
出

（
以
下
こ
の
項
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円

又
は
計
画

に
お
い
て
「
共
二
万
五
千
平
方
メ

通
知
の
と

同
住
宅
標
準
審
ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

査
」
と
い
う
。
の

）

床
面
積
が
二
万
五
百
一
万
四
千
計
画
提
出

千
平
方
メ
ー
ト
ル
円

又
は
計
画

以
上
五
万
平
方
メ

通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

の床
面
積
が
五
万
平
百
八
十
六
万
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
三
千
円

又
は
計
画

の
も
の

通
知
の
と

き
。

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
三
万
六
千
二
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円

又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

き
。



十
一
条
第
一
項

又
は
第
十
二
条
床
面
積
が
三
百
平
六
万
千
百
円
計
画
提
出

第
二
項
の
規
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上

又
は
計
画

に
基
づ
く
建
築
二
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
ル
未
満
の
も
の

き
。

消
費
性
能
確
保

計
画
に
係
る
建
床
面
積
が
二
千
平
十
万
九
千
円
計
画
提
出

築
物
エ
ネ
ル
ギ
方
メ
ー
ト
ル
以
上

又
は
計
画

ー
消
費
性
能
適
五
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

合
性
判
定
に
対
ル
未
満
の
も
の

き
。

す
る
審
査
の
う

ち
、
共
同
住
宅
床
面
積
が
五
千
平
十
六
万
四
千
計
画
提
出

で
あ
っ
て
全
て
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

の
住
戸
に
つ
い
一
万
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

て
仕
様
基
準
を
ル
未
満
の
も
の

き
。

用
い
た
も
の
に

係
る
審
査
（
以
床
面
積
が
一
万
平
二
十
九
万
八
計
画
提
出

下
こ
の
項
に
お
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円

又
は
計
画

い
て
「
共
同
住
二
万
五
千
平
方
メ

通
知
の
と

宅
仕
様
審
査
」
ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

と
い
う
。
）

の床
面
積
が
二
万
五
五
十
万
三
千
計
画
提
出

千
平
方
メ
ー
ト
ル
円

又
は
計
画

以
上
五
万
平
方
メ

通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

の床
面
積
が
五
万
平
八
十
八
万
千
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画



の
も
の

通
知
の
と

き
。

建
築
物
の
エ
ネ
い
ず
れ
か
の
住
戸
共
同
住
宅
標
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
に
つ
い
て
基
準
省
準
審
査
に
掲
又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
令
第
一
条
第
一
項
げ
る
手
数
料
通
知
の
と

関
す
る
法
律
第
第
二
号
イ
⑴
の
基
額

き
。

十
一
条
第
一
項
準
を
用
い
た
も
の

又
は
第
十
二
条

第
二
項
の
規
定
全
て
の
住
戸
に
つ
共
同
住
宅
仕
計
画
提
出

に
基
づ
く
建
築
い
て
基
準
省
令
第
様
審
査
に
掲
又
は
計
画

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
一
条
第
一
項
第
二
げ
る
手
数
料
通
知
の
と

消
費
性
能
確
保
号
イ
⑵
の
基
準
を
額

き
。

計
画
に
係
る
建
用
い
た
も
の

築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定
に
対

す
る
審
査
の
う

ち
、
共
同
住
宅

に
係
る
審
査
で

あ
っ
て
、
共
同

住
宅
標
準
審
査

及
び
共
同
住
宅

仕
様
審
査
以
外

の
審
査
（
以
下

こ
の
項
に
お
い

て
「
共
同
住
宅

併
用
審
査
」
と

い
う
。
）



建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
二
十
三
万
八
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
千
円
（
工
場
又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

等
で
あ
る
場
通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

合
に
あ
っ
て
き
。

十
一
条
第
一
項

は
、
二
万
五

又
は
第
十
二
条

千
八
百
円
）

第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
建
築
床
面
積
が
三
百
平
二
十
九
万
七
計
画
提
出

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

消
費
性
能
確
保
千
平
方
メ
ー
ト
ル
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

計
画
に
係
る
建
未
満
の
も
の

合
に
あ
っ
て
き
。

築
物
エ
ネ
ル
ギ

は
、
三
万
四

ー
消
費
性
能
適

千
百
円
）

合
性
判
定
に
対

す
る
審
査
の
う
床
面
積
が
千
平
方
三
十
八
万
三
計
画
提
出

ち
、
非
住
宅
部
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
円
（
工
場
又
は
計
画

分
で
あ
っ
て
基
千
平
方
メ
ー
ト
ル
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

準
省
令
第
一
条
未
満
の
も
の

合
に
あ
っ
て
き
。

第
一
項
第
一
号

は
、
四
万
六

た
だ
し
書
又
は

千
六
百
円
）

同
号
イ
の
基
準

を
用
い
た
も
の
床
面
積
が
二
千
平
五
十
四
万
五
計
画
提
出

に
係
る
審
査
（
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

以
下
こ
の
項
に
五
千
平
方
メ
ー
ト
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

お
い
て
「
非
住
ル
未
満
の
も
の

合
に
あ
っ
て
き
。

宅
標
準
審
査
」

は
、
十
万
七

と
い
う
。
）

千
円
）

床
面
積
が
五
千
平
六
十
七
万
千
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
工
場
等
又
は
計
画



一
万
平
方
メ
ー
ト
で
あ
る
場
合
通
知
の
と

ル
未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

十
五
万
八
千

円
）

床
面
積
が
一
万
平
七
十
九
万
三
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

二
万
五
千
平
方
メ
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も
合
に
あ
っ
て
き
。

の
は
、
十
九
万

五
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五
九
十
万
四
千
計
画
提
出

千
平
方
メ
ー
ト
ル
円
（
工
場
等
又
は
計
画

以
上
五
万
平
方
メ
で
あ
る
場
合
通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も
に
あ
っ
て
は
、
き
。

の
二
十
四
万
円

）

床
面
積
が
五
万
平
百
十
二
万
七
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

の
も
の

等
で
あ
る
場
通
知
の
と

合
に
あ
っ
て
き
。

は
、
三
十
三

万
二
千
円
）

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
九
万
二
千
三
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
工
場
又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

等
で
あ
る
場
通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

合
に
あ
っ
て
き
。



十
一
条
第
一
項

は
、
二
万
千

又
は
第
十
二
条

七
百
円
）

第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
建
築
床
面
積
が
三
百
平
十
一
万
七
千
計
画
提
出

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
工
場
等
又
は
計
画

消
費
性
能
確
保
千
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
場
合
通
知
の
と

計
画
に
係
る
建
未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

築
物
エ
ネ
ル
ギ

二
万
九
千
六

ー
消
費
性
能
適

百
円
）

合
性
判
定
に
対

す
る
審
査
の
う
床
面
積
が
千
平
方
十
五
万
三
千
計
画
提
出

ち
、
非
住
宅
部
メ
ー
ト
ル
以
上
二
円
（
工
場
等
又
は
計
画

分
で
あ
っ
て
基
千
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
場
合
通
知
の
と

準
省
令
第
一
条
未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

第
一
項
第
一
号

四
万
千
百
円

ロ
の
基
準
を
用

）

い
た
も
の
に
係

る
審
査
（
以
下
床
面
積
が
二
千
平
二
十
四
万
七
計
画
提
出

こ
の
項
に
お
い
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

て
「
非
住
宅
モ
五
千
平
方
メ
ー
ト
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

デ
ル
審
査
」
と
ル
未
満
の
も
の

合
に
あ
っ
て
き
。

い
う
。
）

は
、
十
万
千

円
）

床
面
積
が
五
千
平
三
十
二
万
千
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
工
場
等
又
は
計
画

一
万
平
方
メ
ー
ト
で
あ
る
場
合
通
知
の
と

ル
未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

十
五
万
円
）



床
面
積
が
一
万
平
三
十
八
万
六
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

二
万
五
千
平
方
メ
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も
合
に
あ
っ
て
き
。

の
は
、
十
八
万

六
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五
四
十
五
万
二
計
画
提
出

千
平
方
メ
ー
ト
ル
千
円
（
工
場
又
は
計
画

以
上
五
万
平
方
メ
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も
合
に
あ
っ
て
き
。

の
は
、
二
十
三

万
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平
五
十
八
万
五
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

の
も
の

等
で
あ
る
場
通
知
の
と

合
に
あ
っ
て
き
。

は
、
三
十
二

万
円
）

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
一
万
二
千
円
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満

又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

き
。

十
一
条
第
一
項

又
は
第
十
二
条
床
面
積
が
三
百
平
一
万
九
千
三
計
画
提
出

第
二
項
の
規
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
円

又
は
計
画

に
基
づ
く
建
築
千
平
方
メ
ー
ト
ル

通
知
の
と

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
未
満
の
も
の

き
。



消
費
性
能
確
保

計
画
に
係
る
建
床
面
積
が
千
平
方
三
万
円

計
画
提
出

築
物
エ
ネ
ル
ギ
メ
ー
ト
ル
以
上
二

又
は
計
画

ー
消
費
性
能
適
千
平
方
メ
ー
ト
ル

通
知
の
と

合
性
判
定
に
対
未
満
の
も
の

き
。

す
る
審
査
の
う

ち
、
同
法
第
三
床
面
積
が
二
千
平
八
万
五
千
三
計
画
提
出

十
二
条
に
規
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
円

又
は
計
画

す
る
認
定
建
築
五
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
ル
未
満
の
も
の

き
。

消
費
性
能
向
上

計
画
に
係
る
同
床
面
積
が
五
千
平
十
三
万
四
千
計
画
提
出

法
第
二
十
九
条
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

第
三
項
に
規
定
一
万
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

す
る
他
の
建
築
ル
未
満
の
も
の

き
。

物
で
あ
る
建
築

物
に
係
る
審
査
床
面
積
が
一
万
平
十
六
万
八
千
計
画
提
出

（
以
下
こ
の
項
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

に
お
い
て
「
他
二
万
五
千
平
方
メ

通
知
の
と

の
建
築
物
に
係
ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

る
審
査
」
と
い
の

う
。
）

床
面
積
が
二
万
五
二
十
一
万
円
計
画
提
出

千
平
方
メ
ー
ト
ル

又
は
計
画

以
上
五
万
平
方
メ

通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

の床
面
積
が
五
万
平
二
十
九
万
三
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円

又
は
計
画



の
も
の

通
知
の
と

き
。

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
次
に
掲
げ
る
計
画
提
出

向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
額
を
全
て
合
又
は
計
画

一
項
又
は
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
算
し
た
額

通
知
の
と

に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
ア
戸
建
住
き
。

性
能
確
保
計
画
に
係
る
建
築
物
エ
ネ

宅
標
準
審

ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
対

査
、
戸
建

す
る
審
査
の
う
ち
、
一
戸
建
て
の
住

住
宅
仕
様

宅
及
び
非
住
宅
部
分
に
係
る
審
査

審
査
又
は

戸
建
住
宅

併
用
審
査

に
掲
げ
る

手
数
料
額

イ
非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

ウ
他
の
建

築
物
に
係

る
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
次
に
掲
げ
る
計
画
提
出

向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
額
を
全
て
合
又
は
計
画



一
項
又
は
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
算
し
た
額

通
知
の
と

に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
ア
共
同
住
き
。

性
能
確
保
計
画
に
係
る
建
築
物
エ
ネ

宅
標
準
審

ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
に
対

査
、
共
同

す
る
審
査
の
う
ち
、
共
同
住
宅
及
び

住
宅
仕
様

非
住
宅
部
分
に
係
る
審
査

審
査
又
は

共
同
住
宅

併
用
審
査

に
掲
げ
る

手
数
料
額

イ
非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

ウ
他
の
建

築
物
に
係

る
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

三
百
建
築
物
エ
ネ
建
築
物
の
エ
ネ
規
則
で
定
め
る
と
三
万
七
千
六
計
画
提
出

九
十
ル
ギ
ー
消
費
ル
ギ
ー
消
費
性
こ
ろ
に
よ
り
算
定
百
円

又
は
計
画

九
の
性
能
確
保
計
能
の
向
上
等
に
し
た
床
面
積
（
以

通
知
の
と

五
の
画
変
更
手
数
関
す
る
法
律
第
下
こ
の
項
に
お
い

き
。

三
料

十
一
条
第
二
項
て
「
床
面
積
」
と

又
は
第
十
二
条
い
う
。
）
が
二
百

第
三
項
の
規
定
平
方
メ
ー
ト
ル
未



に
基
づ
く
建
築
満
の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
確
保
床
面
積
が
二
百
平
四
万
千
八
百
計
画
提
出

計
画
の
変
更
に
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

対
す
る
審
査
の
の
も
の

通
知
の
と

う
ち
、
一
戸
建

き
。

て
の
住
宅
で
あ

っ
て
性
能
基
準

を
用
い
た
も
の

に
係
る
審
査
（

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
戸
建

住
宅
標
準
審
査

」
と
い
う
。
）

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
二
百
平
二
万
三
百
円
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満

又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

き
。

十
一
条
第
二
項

又
は
第
十
二
条
床
面
積
が
二
百
平
二
万
千
七
百
計
画
提
出

第
三
項
の
規
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

に
基
づ
く
建
築
の
も
の

通
知
の
と

物
エ
ネ
ル
ギ
ー

き
。

消
費
性
能
確
保

計
画
の
変
更
に

対
す
る
審
査
の

う
ち
、
一
戸
建

て
の
住
宅
で
あ

っ
て
仕
様
基
準



を
用
い
た
も
の

に
係
る
審
査
（

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
戸
建

住
宅
仕
様
審
査

」
と
い
う
。
）

建
築
物
の
エ
ネ
基
準
省
令
第
一
条
戸
建
住
宅
標
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
第
一
項
第
二
号
イ
準
審
査
に
掲
又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
⑴
の
基
準
を
用
い
げ
る
手
数
料
通
知
の
と

関
す
る
法
律
第
た
も
の

額
き
。

十
一
条
第
二
項

又
は
第
十
二
条
基
準
省
令
第
一
条
戸
建
住
宅
仕
計
画
提
出

第
三
項
の
規
定
第
一
項
第
二
号
イ
様
審
査
に
掲
又
は
計
画

に
基
づ
く
建
築
⑵
の
基
準
を
用
い
げ
る
手
数
料
通
知
の
と

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
た
も
の

額
き
。

消
費
性
能
確
保

計
画
の
変
更
に

対
す
る
審
査
の

う
ち
、
一
戸
建

て
の
住
宅
で
あ

っ
て
戸
建
住
宅

標
準
審
査
及
び

戸
建
住
宅
仕
様

審
査
以
外
の
審

査
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「

戸
建
住
宅
併
用

審
査
」
と
い
う
。

）



建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
七
万
三
千
六
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円

又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

き
。

十
一
条
第
二
項

又
は
第
十
二
条
床
面
積
が
三
百
平
十
二
万
千
円
計
画
提
出

第
三
項
の
規
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上

又
は
計
画

に
基
づ
く
建
築
二
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
ル
未
満
の
も
の

き
。

消
費
性
能
確
保

計
画
の
変
更
に
床
面
積
が
二
千
平
二
十
万
五
千
計
画
提
出

対
す
る
審
査
の
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

う
ち
、
共
同
住
五
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

宅
で
あ
っ
て
い
ル
未
満
の
も
の

き
。

ず
れ
か
の
住
戸

に
つ
い
て
性
能
床
面
積
が
五
千
平
二
十
九
万
三
計
画
提
出

基
準
を
用
い
た
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円

又
は
計
画

も
の
に
係
る
審
一
万
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

査
（
以
下
こ
の
ル
未
満
の
も
の

き
。

項
に
お
い
て
「

共
同
住
宅
標
準
床
面
積
が
一
万
平
五
十
七
万
四
計
画
提
出

審
査
」
と
い
う
。
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円

又
は
計
画

）
二
万
五
千
平
方
メ

通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

の床
面
積
が
二
万
五
百
一
万
四
千
計
画
提
出

千
平
方
メ
ー
ト
ル
円

又
は
計
画

以
上
五
万
平
方
メ

通
知
の
と



ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

の床
面
積
が
五
万
平
百
八
十
六
万
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
三
千
円

又
は
計
画

の
も
の

通
知
の
と

き
。

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
三
万
六
千
二
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円

又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

き
。

十
一
条
第
二
項

又
は
第
十
二
条
床
面
積
が
三
百
平
六
万
千
百
円
計
画
提
出

第
三
項
の
規
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上

又
は
計
画

に
基
づ
く
建
築
二
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
ル
未
満
の
も
の

き
。

消
費
性
能
確
保

計
画
の
変
更
に
床
面
積
が
二
千
平
十
万
九
千
円
計
画
提
出

対
す
る
審
査
の
方
メ
ー
ト
ル
以
上

又
は
計
画

う
ち
、
共
同
住
五
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

宅
で
あ
っ
て
全
ル
未
満
の
も
の

き
。

て
の
住
戸
に
つ

い
て
仕
様
基
準
床
面
積
が
五
千
平
十
六
万
四
千
計
画
提
出

を
用
い
た
も
の
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

に
係
る
審
査
（
一
万
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

以
下
こ
の
項
に
ル
未
満
の
も
の

き
。

お
い
て
「
共
同

住
宅
仕
様
審
査
床
面
積
が
一
万
平
二
十
九
万
八
計
画
提
出

」
と
い
う
。
）
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円

又
は
計
画



二
万
五
千
平
方
メ

通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

の床
面
積
が
二
万
五
五
十
万
三
千
計
画
提
出

千
平
方
メ
ー
ト
ル
円

又
は
計
画

以
上
五
万
平
方
メ

通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

の床
面
積
が
五
万
平
八
十
八
万
千
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

の
も
の

通
知
の
と

き
。

建
築
物
の
エ
ネ
い
ず
れ
か
の
住
戸
共
同
住
宅
標
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
に
つ
い
て
基
準
省
準
審
査
に
掲
又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
令
第
一
条
第
一
項
げ
る
手
数
料
通
知
の
と

関
す
る
法
律
第
第
二
号
イ
⑴
の
基
額

き
。

十
一
条
第
二
項
準
を
用
い
た
も
の

又
は
第
十
二
条

第
三
項
の
規
定
全
て
の
住
戸
に
つ
共
同
住
宅
仕
計
画
提
出

に
基
づ
く
建
築
い
て
基
準
省
令
第
様
審
査
に
掲
又
は
計
画

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
一
条
第
一
項
第
二
げ
る
手
数
料
通
知
の
と

消
費
性
能
確
保
号
イ
⑵
の
基
準
を
額

き
。

計
画
の
変
更
に
用
い
た
も
の

対
す
る
審
査
の

う
ち
、
共
同
住

宅
に
係
る
審
査

で
あ
っ
て
、
共



同
住
宅
標
準
審

査
及
び
共
同
住

宅
仕
様
審
査
以

外
の
審
査
（
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
共
同
住

宅
併
用
審
査
」

と
い
う
。
）

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
二
十
三
万
八
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
千
円
（
工
場
又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

等
で
あ
る
場
通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

合
に
あ
っ
て
き
。

十
一
条
第
二
項

は
、
二
万
五

又
は
第
十
二
条

千
八
百
円
）

第
三
項
の
規
定

に
基
づ
く
建
築
床
面
積
が
三
百
平
二
十
九
万
七
計
画
提
出

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

消
費
性
能
確
保
千
平
方
メ
ー
ト
ル
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

計
画
の
変
更
に
未
満
の
も
の

合
に
あ
っ
て
き
。

対
す
る
審
査
の

は
、
三
万
四

う
ち
、
非
住
宅

千
百
円
）

部
分
で
あ
っ
て

基
準
省
令
第
一
床
面
積
が
千
平
方
三
十
八
万
三
計
画
提
出

条
第
一
項
第
一
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
円
（
工
場
又
は
計
画

号
た
だ
し
書
又
千
平
方
メ
ー
ト
ル
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

は
同
号
イ
の
基
未
満
の
も
の

合
に
あ
っ
て
き
。

準
を
用
い
た
も

は
、
四
万
六

の
に
係
る
審
査

千
六
百
円
）

（
以
下
こ
の
項



に
お
い
て
「
非
床
面
積
が
二
千
平
五
十
四
万
五
計
画
提
出

住
宅
標
準
審
査
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

」
と
い
う
。
）
五
千
平
方
メ
ー
ト
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

ル
未
満
の
も
の

合
に
あ
っ
て
き
。

は
、
十
万
七

千
円
）

床
面
積
が
五
千
平
六
十
七
万
千
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
工
場
等
又
は
計
画

一
万
平
方
メ
ー
ト
で
あ
る
場
合
通
知
の
と

ル
未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

十
五
万
八
千

円
）

床
面
積
が
一
万
平
七
十
九
万
三
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

二
万
五
千
平
方
メ
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も
合
に
あ
っ
て
き
。

の
は
、
十
九
万

五
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五
九
十
万
四
千
計
画
提
出

千
平
方
メ
ー
ト
ル
円
（
工
場
等
又
は
計
画

以
上
五
万
平
方
メ
で
あ
る
場
合
通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も
に
あ
っ
て
は
、
き
。

の
二
十
四
万
円

）

床
面
積
が
五
万
平
百
十
二
万
七
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画



の
も
の

等
で
あ
る
場
通
知
の
と

合
に
あ
っ
て
き
。

は
、
三
十
三

万
二
千
円
）

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
九
万
二
千
三
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
工
場
又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

等
で
あ
る
場
通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

合
に
あ
っ
て
き
。

十
一
条
第
二
項

は
、
二
万
千

又
は
第
十
二
条

七
百
円
）

第
三
項
の
規
定

に
基
づ
く
建
築
床
面
積
が
三
百
平
十
一
万
七
千
計
画
提
出

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
工
場
等
又
は
計
画

消
費
性
能
確
保
千
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
場
合
通
知
の
と

計
画
の
変
更
に
未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

対
す
る
審
査
の

二
万
九
千
六

う
ち
、
非
住
宅

百
円
）

部
分
で
あ
っ
て

基
準
省
令
第
一
床
面
積
が
千
平
方
十
五
万
三
千
計
画
提
出

条
第
一
項
第
一
メ
ー
ト
ル
以
上
二
円
（
工
場
等
又
は
計
画

号
ロ
の
基
準
を
千
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
場
合
通
知
の
と

用
い
た
も
の
に
未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

係
る
審
査
（
以

四
万
千
百
円

下
こ
の
項
に
お

）

い
て
「
非
住
宅

モ
デ
ル
審
査
」
床
面
積
が
二
千
平
二
十
四
万
七
計
画
提
出

と
い
う
。
）

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

五
千
平
方
メ
ー
ト
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

ル
未
満
の
も
の

合
に
あ
っ
て
き
。



は
、
十
万
千

円
）

床
面
積
が
五
千
平
三
十
二
万
千
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
工
場
等
又
は
計
画

一
万
平
方
メ
ー
ト
で
あ
る
場
合
通
知
の
と

ル
未
満
の
も
の

に
あ
っ
て
は
、
き
。

十
五
万
円
）

床
面
積
が
一
万
平
三
十
八
万
六
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

二
万
五
千
平
方
メ
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も
合
に
あ
っ
て
き
。

の
は
、
十
八
万

六
千
円
）

床
面
積
が
二
万
五
四
十
五
万
二
計
画
提
出

千
平
方
メ
ー
ト
ル
千
円
（
工
場
又
は
計
画

以
上
五
万
平
方
メ
等
で
あ
る
場
通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も
合
に
あ
っ
て
き
。

の
は
、
二
十
三

万
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平
五
十
八
万
五
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
工
場
又
は
計
画

の
も
の

等
で
あ
る
場
通
知
の
と

合
に
あ
っ
て
き
。

は
、
三
十
二

万
円
）



建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
一
万
二
千
円
計
画
提
出

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満

又
は
計
画

能
の
向
上
等
に
の
も
の

通
知
の
と

関
す
る
法
律
第

き
。

十
一
条
第
二
項

又
は
第
十
二
条
床
面
積
が
三
百
平
一
万
九
千
三
計
画
提
出

第
三
項
の
規
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
円

又
は
計
画

に
基
づ
く
建
築
千
平
方
メ
ー
ト
ル

通
知
の
と

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
未
満
の
も
の

き
。

消
費
性
能
確
保

計
画
の
変
更
に
床
面
積
が
千
平
方
三
万
円

計
画
提
出

対
す
る
審
査
の
メ
ー
ト
ル
以
上
二

又
は
計
画

う
ち
、
同
法
第
千
平
方
メ
ー
ト
ル

通
知
の
と

三
十
二
条
に
規
未
満
の
も
の

き
。

定
す
る
認
定
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
床
面
積
が
二
千
平
八
万
五
千
三
計
画
提
出

ー
消
費
性
能
向
方
メ
ー
ト
ル
以
上
百
円

又
は
計
画

上
計
画
に
係
る
五
千
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

同
法
第
二
十
九
ル
未
満
の
も
の

き
。

条
第
三
項
に
規

定
す
る
他
の
建
床
面
積
が
五
千
平
十
三
万
四
千
計
画
提
出

築
物
で
あ
る
建
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

築
物
に
係
る
審
一
万
平
方
メ
ー
ト

通
知
の
と

査
（
以
下
こ
の
ル
未
満
の
も
の

き
。

項
に
お
い
て
「

他
の
建
築
物
に
床
面
積
が
一
万
平
十
六
万
八
千
計
画
提
出

係
る
審
査
」
と
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円

又
は
計
画

い
う
。
）

二
万
五
千
平
方
メ

通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

の



床
面
積
が
二
万
五
二
十
一
万
円
計
画
提
出

千
平
方
メ
ー
ト
ル

又
は
計
画

以
上
五
万
平
方
メ

通
知
の
と

ー
ト
ル
未
満
の
も

き
。

の床
面
積
が
五
万
平
二
十
九
万
三
計
画
提
出

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円

又
は
計
画

の
も
の

通
知
の
と

き
。

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
次
に
掲
げ
る
計
画
提
出

向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
額
を
全
て
合
又
は
計
画

二
項
又
は
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
算
し
た
額

通
知
の
と

に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
ア
戸
建
住
き
。

性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
対
す
る
審

宅
標
準
審

査
の
う
ち
、
一
戸
建
て
の
住
宅
及
び

査
、
戸
建

非
住
宅
部
分
に
係
る
審
査

住
宅
仕
様

審
査
又
は

戸
建
住
宅

併
用
審
査

に
掲
げ
る

手
数
料
額

イ
非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数



料
額

ウ
他
の
建

築
物
に
係

る
審
査
に

掲
げ
る
手

数
料
額

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
次
に
掲
げ
る
計
画
提
出

向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
額
を
全
て
合
又
は
計
画

二
項
又
は
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
算
し
た
額

通
知
の
と

に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
ア
共
同
住
き
。

性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
対
す
る
審

宅
標
準
審

査
の
う
ち
、
共
同
住
宅
及
び
非
住
宅

査
、
共
同

部
分
に
係
る
審
査

住
宅
仕
様

審
査
又
は

共
同
住
宅

併
用
審
査

に
掲
げ
る

手
数
料
額

イ
非
住
宅

標
準
審
査

又
は
非
住

宅
モ
デ
ル

審
査
に
掲

げ
る
手
数

料
額

ウ
他
の
建

築
物
に
係

る
審
査
に

掲
げ
る
手



数
料
額

別
表
第
一
の
三
百
九
十
九
の
五
の
四
の
項
中
「
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
第
十

一
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、
「
交
付
請
求
」
を
「
交
付
申
請
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
六

の
項
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
三
万
六
千
八
百
円
」
を
「
三

万
七
千
六
百
円
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
一

項
各
号
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
六
千
七
百
円
」
を
「
七
千
二
百
円
」
に
、
「
四
万

九
百
円
」
を
「
四
万
千
八
百
円
」
に
、

「

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
二
百
平
一
万
九
千
七
認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
建
築
の
と
き
。

能
の
向
上
等
に
の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

関
す
る
法
律
第

ー
消
費
性
能

三
十
四
条
第
一

向
上
基
準
適

項
の
規
定
に
基

合
計
画
で
あ

づ
く
建
築
物
エ

る
場
合
に
あ

ネ
ル
ギ
ー
消
費

っ
て
は
、
六

性
能
向
上
計
画

千
七
百
円
）

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査
床
面
積
が
二
百
平
二
万
千
百
円
認
定
申
請

を

の
う
ち
、
一
戸
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
建
築
物
エ
の
と
き
。

建
て
の
住
宅
で
の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

あ
っ
て
誘
導
仕

費
性
能
向
上

様
基
準
を
用
い

基
準
適
合
計

た
も
の
に
係
る

画
で
あ
る
場

審
査
（
以
下
こ

合
に
あ
っ
て

の
項
に
お
い
て

は
、
六
千
七

「
戸
建
住
宅
仕

百
円
）

様
審
査
」
と
い

う
。
）



」

「

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
二
百
平
二
万
三
百
円
認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
（
建
築
物
エ
の
と
き
。

能
の
向
上
等
に
の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消

関
す
る
法
律
第

費
性
能
向
上

二
十
九
条
第
一

基
準
適
合
計

項
の
規
定
に
基

画
で
あ
る
場

づ
く
建
築
物
エ

合
に
あ
っ
て

ネ
ル
ギ
ー
消
費

は
、
七
千
二

性
能
向
上
計
画

百
円
）

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査
床
面
積
が
二
百
平
二
万
千
七
百
認
定
申
請

の
う
ち
、
一
戸
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
建
築
物
の
と
き
。

建
て
の
住
宅
で
の
も
の

エ
ネ
ル
ギ
ー

あ
っ
て
誘
導
仕

消
費
性
能
向

様
基
準
を
用
い

上
基
準
適
合

た
も
の
に
係
る

計
画
で
あ
る

審
査
（
以
下
こ

場
合
に
あ
っ

の
項
に
お
い
て

て
は
、
七
千

「
戸
建
住
宅
仕

二
百
円
）

様
審
査
」
と
い

う
。
）

建
築
物
の
エ
ネ
基
準
省
令
第
十
条
戸
建
住
宅
標
認
定
申
請

に
、
「
共
同
住
宅
で
あ

ル
ギ
ー
消
費
性
第
二
号
イ
⑴
の
基
準
審
査
に
掲
の
と
き
。

能
の
向
上
等
に
準
を
用
い
た
も
の
げ
る
手
数
料

関
す
る
法
律
第

額

二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
基
準
省
令
第
十
条
戸
建
住
宅
仕
認
定
申
請



づ
く
建
築
物
エ
第
二
号
イ
⑵
の
基
様
審
査
に
掲
の
と
き
。

ネ
ル
ギ
ー
消
費
準
を
用
い
た
も
の
げ
る
手
数
料

性
能
向
上
計
画

額

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査

の
う
ち
、
一
戸

建
て
の
住
宅
に

係
る
審
査
で
あ

っ
て
、
戸
建
住

宅
標
準
審
査
及

び
戸
建
住
宅
仕

様
審
査
以
外
の

審
査
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
戸
建
住
宅
併

用
審
査
」
と
い

う
。
）

」

っ
て
誘
導
性
能
基
準
」
を
「
共
同
住
宅
で
あ
っ
て
い
ず
れ
か
の
住
戸
に
つ
い
て
誘
導
性
能
基
準
」
に
、

「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
七
万
三
千
六
百
円
」
に
、
「
一
万
千
五
百
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
、

「
十
二
万
円
」
を
「
十
二
万
千
円
」
に
、
「
二
万
二
千
四
百
円
」
を
「
二
万
三
千
百
円
」
に
、
「
二

十
万
二
千
円
（
」
を
「
二
十
万
五
千
円
（
」
に
、
「
四
万
七
千
七
百
円
」
を
「
四
万
八
千
七
百
円
」

に
、
「
二
十
八
万
九
千
円
」
を
「
二
十
九
万
三
千
円
」
に
、
「
八
万
四
千
円
」
を
「
八
万
五
千
三
百

円
」
に
、
「
五
十
六
万
七
千
円
」
を
「
五
十
七
万
四
千
円
」
に
、
「
十
三
万
四
千
円
）
」
を
「
十
三

万
六
千
円
）
」
に
、
「
百
万
二
千
円
」
を
「
百
一
万
四
千
円
」
に
、
「
二
十
万
二
千
円
）
」
を
「
二

十
万
四
千
円
）
」
に
、
「
百
八
十
四
万
円
」
を
「
百
八
十
六
万
三
千
円
」
に
、
「
三
十
万
五
千
円
」

を
「
三
十
万
九
千
円
」
に
、

「

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
三
万
五
千
五
認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
建
築
の
と
き
。



能
の
向
上
等
に
の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

関
す
る
法
律
第

ー
消
費
性
能

三
十
四
条
第
一

向
上
基
準
適

項
の
規
定
に
基

合
計
画
で
あ

づ
く
建
築
物
エ

る
場
合
に
あ

ネ
ル
ギ
ー
消
費

っ
て
は
、
一

性
能
向
上
計
画

万
千
五
百
円

の
認
定
の
申
請

）

に
対
す
る
審
査

の
う
ち
、
共
同
床
面
積
が
三
百
平
六
万
円
（
建
認
定
申
請

住
宅
で
あ
っ
て
方
メ
ー
ト
ル
以
上
築
物
エ
ネ
ル
の
と
き
。

誘
導
仕
様
基
準
二
千
平
方
メ
ー
ト
ギ
ー
消
費
性

を
用
い
た
も
の
ル
未
満
の
も
の

能
向
上
基
準

に
係
る
審
査
（

適
合
計
画
で

以
下
こ
の
項
に

あ
る
場
合
に

お
い
て
「
共
同

あ
っ
て
は
、

住
宅
仕
様
審
査

二
万
二
千
四

」
と
い
う
。
）

百
円
）

床
面
積
が
二
千
平
十
万
七
千
円
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
建
築
物
エ
の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト
ネ
ル
ギ
ー
消

ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
七

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平
十
六
万
二
千
認
定
申
請



方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
建
築
物
の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

を

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平
二
十
九
万
五
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
建
築
の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も
ー
消
費
性
能

の
向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五
四
十
九
万
八
認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル
千
円
（
建
築
の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も
ー
消
費
性
能

の
向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
二
千
円

）



床
面
積
が
五
万
平
八
十
七
万
二
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
建
築
の
と
き
。

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三

十
万
五
千
円

）

」

「

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
三
万
六
千
二
認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
建
築
の
と
き
。

能
の
向
上
等
に
の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ

関
す
る
法
律
第

ー
消
費
性
能

二
十
九
条
第
一

向
上
基
準
適

項
の
規
定
に
基

合
計
画
で
あ

づ
く
建
築
物
エ

る
場
合
に
あ

ネ
ル
ギ
ー
消
費

っ
て
は
、
一

性
能
向
上
計
画

万
二
千
円
）

の
認
定
の
申
請

に
対
す
る
審
査
床
面
積
が
三
百
平
六
万
千
百
円
認
定
申
請

の
う
ち
、
共
同
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
建
築
物
エ
の
と
き
。

住
宅
で
あ
っ
て
二
千
平
方
メ
ー
ト
ネ
ル
ギ
ー
消

全
て
の
住
戸
に
ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

つ
い
て
誘
導
仕

基
準
適
合
計

様
基
準
を
用
い

画
で
あ
る
場

た
も
の
に
係
る

合
に
あ
っ
て



審
査
（
以
下
こ

は
、
二
万
三

の
項
に
お
い
て

千
百
円
）

「
共
同
住
宅
仕

様
審
査
」
と
い
床
面
積
が
二
千
平
十
万
九
千
円
認
定
申
請

う
。
）

方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
建
築
物
エ
の
と
き
。

五
千
平
方
メ
ー
ト
ネ
ル
ギ
ー
消

ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
八

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平
十
六
万
四
千
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
建
築
物
の
と
き
。

一
万
平
方
メ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

五
千
三
百
円

）

床
面
積
が
一
万
平
二
十
九
万
八
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
建
築
の
と
き
。

二
万
五
千
平
方
メ
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
ト
ル
未
満
の
も
ー
消
費
性
能

の
向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

に
、
「
二
十
三
万
四
千



る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五
五
十
万
三
千
認
定
申
請

千
平
方
メ
ー
ト
ル
円
（
建
築
物
の
と
き
。

以
上
五
万
平
方
メ
エ
ネ
ル
ギ
ー

ー
ト
ル
未
満
の
も
消
費
性
能
向

の
上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平
八
十
八
万
千
認
定
申
請

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
建
築
物
の
と
き
。

の
も
の

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
三
十

万
九
千
円
）

建
築
物
の
エ
ネ
い
ず
れ
か
の
住
戸
共
同
住
宅
標
認
定
申
請

ル
ギ
ー
消
費
性
に
つ
い
て
基
準
省
準
審
査
に
掲
の
と
き
。

能
の
向
上
等
に
令
第
十
条
第
二
号
げ
る
手
数
料

関
す
る
法
律
第
イ
⑴
の
基
準
を
用
額

二
十
九
条
第
一
い
る
も
の



項
の
規
定
に
基

づ
く
建
築
物
エ
全
て
の
住
戸
に
つ
共
同
住
宅
仕
認
定
申
請

ネ
ル
ギ
ー
消
費
い
て
基
準
省
令
第
様
審
査
に
掲
の
と
き
。

性
能
向
上
計
画
十
条
第
二
号
イ
⑵
げ
る
手
数
料

の
認
定
の
申
請
の
基
準
を
用
い
る
額

に
対
す
る
審
査
も
の

の
う
ち
、
共
同

住
宅
に
係
る
審

査
で
あ
っ
て
、

共
同
住
宅
標
準

審
査
及
び
共
同

住
宅
仕
様
審
査

以
外
の
審
査
（

以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
共
同

住
宅
併
用
審
査

」
と
い
う
。
）

」

円
」
を
「
二
十
三
万
八
千
円
」
に
、
「
二
十
九
万
三
千
円
」
を
「
二
十
九
万
七
千
円
」
に
、
「
一
万

八
千
七
百
円
」
を
「
一
万
九
千
三
百
円
」
に
、
「
三
十
七
万
八
千
円
」
を
「
三
十
八
万
三
千
円
」
に
、

「
二
万
九
千
三
百
円
」
を
「
三
万
円
」
に
、
「
五
十
三
万
九
千
円
」
を
「
五
十
四
万
五
千
円
」
に
、

「
六
十
六
万
三
千
円
」
を
「
六
十
七
万
千
円
」
に
、
「
十
三
万
二
千
円
」
を
「
十
三
万
四
千
円
」
に
、

「
七
十
八
万
三
千
円
」
を
「
七
十
九
万
三
千
円
」
に
、
「
十
六
万
六
千
円
」
を
「
十
六
万
八
千
円
」

に
、
「
八
十
九
万
三
千
円
」
を
「
九
十
万
四
千
円
」
に
、
「
二
十
万
七
千
円
」
を
「
二
十
一
万
円
」

に
、
「
百
十
一
万
四
千
円
」
を
「
百
十
二
万
七
千
円
」
に
、
「
九
万
八
百
円
」
を
「
九
万
二
千
三
百

円
」
に
、
「
十
一
万
五
千
円
」
を
「
十
一
万
七
千
円
」
に
、
「
十
五
万
千
円
」
を
「
十
五
万
三
千
円

」
に
、
「
二
十
四
万
三
千
円
」
を
「
二
十
四
万
七
千
円
」
に
、
「
三
十
一
万
七
千
円
」
を
「
三
十
二

万
千
円
」
に
、
「
三
十
八
万
千
円
」
を
「
三
十
八
万
六
千
円
」
に
、
「
四
十
四
万
六
千
円
」
を
「
四

十
五
万
二
千
円
」
に
、
「
五
十
七
万
八
千
円
」
を
「
五
十
八
万
五
千
円
」
に
、
「
又
は
戸
建
住
宅
仕

様
審
査
」
を
「
、
戸
建
住
宅
仕
様
審
査
又
は
戸
建
住
宅
併
用
審
査
」
に
、
「
又
は
共
同
住
宅
仕
様
審



査
」
を
「
、
共
同
住
宅
仕
様
審
査
又
は
共
同
住
宅
併
用
審
査
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
七
の

項
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第

三
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
八
の
項
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十

一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
三
万
六
千
八
百

円
」
を
「
三
万
七
千
六
百
円
」
に
、
「
六
千
七
百
円
」
を
「
七
千
二
百
円
」
に
、
「
四
万
九
百
円
」

を
「
四
万
千
八
百
円
」
に
、

「

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
二
百
平
一
万
九
千
七
変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
建
築
申
請
の
と

能
の
向
上
等
に
の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ
き
。

関
す
る
法
律
第

ー
消
費
性
能

三
十
六
条
第
二

向
上
基
準
適

項
に
お
い
て
準

合
計
画
で
あ

用
す
る
同
法
第

る
場
合
に
あ

三
十
四
条
第
一

っ
て
は
、
六

項
の
規
定
に
基

千
七
百
円
）

づ
く
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
床
面
積
が
二
百
平
二
万
千
百
円
変
更
認
定

性
能
向
上
計
画
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
建
築
物
エ
申
請
の
と

を

の
変
更
の
認
定
の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消
き
。

の
申
請
に
対
す

費
性
能
向
上

る
審
査
の
う
ち
、

基
準
適
合
計

一
戸
建
て
の
住

画
で
あ
る
場

宅
で
あ
っ
て
誘

合
に
あ
っ
て

導
仕
様
基
準
を

は
、
六
千
七

用
い
た
も
の
に

百
円
）

係
る
審
査
（
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
戸
建
住

宅
仕
様
審
査
」



と
い
う
。
）

」

「

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
二
百
平
二
万
三
百
円
変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
（
建
築
物
エ
申
請
の
と

能
の
向
上
等
に
の
も
の

ネ
ル
ギ
ー
消
き
。

関
す
る
法
律
第

費
性
能
向
上

三
十
一
条
第
二

基
準
適
合
計

項
に
お
い
て
準

画
で
あ
る
場

用
す
る
同
法
第

合
に
あ
っ
て

二
十
九
条
第
一

は
、
七
千
二

項
の
規
定
に
基

百
円
）

づ
く
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
床
面
積
が
二
百
平
二
万
千
七
百
変
更
認
定

性
能
向
上
計
画
方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
建
築
物
申
請
の
と

の
変
更
の
認
定
の
も
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
き
。

の
申
請
に
対
す

消
費
性
能
向

る
審
査
の
う
ち
、

上
基
準
適
合

一
戸
建
て
の
住

計
画
で
あ
る

宅
で
あ
っ
て
誘

場
合
に
あ
っ

導
仕
様
基
準
を

て
は
、
七
千

用
い
た
も
の
に

二
百
円
）

係
る
審
査
（
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
戸
建
住

宅
仕
様
審
査
」

と
い
う
。
）

建
築
物
の
エ
ネ
基
準
省
令
第
十
条
戸
建
住
宅
標
変
更
認
定

に
、
「
共
同
住
宅
で
あ

ル
ギ
ー
消
費
性
第
二
号
イ
⑴
の
基
準
審
査
に
掲
申
請
の
と



能
の
向
上
等
に
準
を
用
い
た
も
の
げ
る
手
数
料
き
。

関
す
る
法
律
第

額

三
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
基
準
省
令
第
十
条
戸
建
住
宅
仕
変
更
認
定

用
す
る
同
法
第
第
二
号
イ
⑵
の
基
様
審
査
に
掲
申
請
の
と

二
十
九
条
第
一
準
を
用
い
た
も
の
げ
る
手
数
料
き
。

項
の
規
定
に
基

額

づ
く
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
向
上
計
画

の
変
更
の
認
定

の
申
請
に
対
す

る
審
査
の
う
ち
、

一
戸
建
て
の
住

宅
に
係
る
審
査

で
あ
っ
て
、
戸

建
住
宅
標
準
審

査
及
び
戸
建
住

宅
仕
様
審
査
以

外
の
審
査
（
以

下
こ
の
項
に
お

い
て
「
戸
建
住

宅
併
用
審
査
」

と
い
う
。
）

」

っ
て
誘
導
性
能
基
準
」
を
「
共
同
住
宅
で
あ
っ
て
い
ず
れ
か
の
住
戸
に
つ
い
て
誘
導
性
能
基
準
」
に
、

「
七
万
二
千
三
百
円
」
を
「
七
万
三
千
六
百
円
」
に
、
「
一
万
千
五
百
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
、

「
十
二
万
円
」
を
「
十
二
万
千
円
」
に
、
「
二
万
二
千
四
百
円
」
を
「
二
万
三
千
百
円
」
に
、
「
二

十
万
二
千
円
（
」
を
「
二
十
万
五
千
円
（
」
に
、
「
四
万
七
千
七
百
円
」
を
「
四
万
八
千
七
百
円
」

に
、
「
二
十
八
万
九
千
円
」
を
「
二
十
九
万
三
千
円
」
に
、
「
八
万
四
千
円
」
を
「
八
万
五
千
三
百



円
」
に
、
「
五
十
六
万
七
千
円
」
を
「
五
十
七
万
四
千
円
」
に
、
「
十
三
万
四
千
円
）
」
を
「
十
三

万
六
千
円
）
」
に
、
「
百
万
二
千
円
」
を
「
百
一
万
四
千
円
」
に
、
「
二
十
万
二
千
円
）
」
を
「
二

十
万
四
千
円
）
」
に
、
「
百
八
十
四
万
円
」
を
「
百
八
十
六
万
三
千
円
」
に
、
「
三
十
万
五
千
円
」

を
「
三
十
万
九
千
円
」
に
、

「

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
三
万
五
千
五
変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
建
築
申
請
の
と

能
の
向
上
等
に
の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ
き
。

関
す
る
法
律
第

ー
消
費
性
能

三
十
六
条
第
二

向
上
基
準
適

項
に
お
い
て
準

合
計
画
で
あ

用
す
る
同
法
第

る
場
合
に
あ

三
十
四
条
第
一

っ
て
は
、
一

項
の
規
定
に
基

万
千
五
百
円

づ
く
建
築
物
エ

）

ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
向
上
計
画
床
面
積
が
三
百
平
六
万
円
（
建
変
更
認
定

の
変
更
の
認
定
方
メ
ー
ト
ル
以
上
築
物
エ
ネ
ル
申
請
の
と

の
申
請
に
対
す
二
千
平
方
メ
ー
ト
ギ
ー
消
費
性
き
。

る
審
査
の
う
ち
、
ル
未
満
の
も
の

能
向
上
基
準

共
同
住
宅
で
あ

適
合
計
画
で

っ
て
誘
導
仕
様

あ
る
場
合
に

基
準
を
用
い
た

あ
っ
て
は
、

も
の
に
係
る
審

二
万
二
千
四

査
（
以
下
こ
の

百
円
）

項
に
お
い
て
「

共
同
住
宅
仕
様
床
面
積
が
二
千
平
十
万
七
千
円
変
更
認
定

審
査
」
と
い
う
。
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
建
築
物
エ
申
請
の
と

）
五
千
平
方
メ
ー
ト
ネ
ル
ギ
ー
消
き
。

ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上



基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
七

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平
十
六
万
二
千
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
建
築
物
申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
き
。

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

を

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

四
千
円
）

床
面
積
が
一
万
平
二
十
九
万
五
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
建
築
申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ
物
エ
ネ
ル
ギ
き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も
ー
消
費
性
能

の
向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

三
万
四
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五
四
十
九
万
八
変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル
千
円
（
建
築
申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ
物
エ
ネ
ル
ギ
き
。



ー
ト
ル
未
満
の
も
ー
消
費
性
能

の
向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二

十
万
二
千
円

）

床
面
積
が
五
万
平
八
十
七
万
二
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
建
築
申
請
の
と

の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ
き
。

ー
消
費
性
能

向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
三

十
万
五
千
円

）

」

「

建
築
物
の
エ
ネ
床
面
積
が
三
百
平
三
万
六
千
二
変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性
方
メ
ー
ト
ル
未
満
百
円
（
建
築
申
請
の
と

能
の
向
上
等
に
の
も
の

物
エ
ネ
ル
ギ
き
。

関
す
る
法
律
第

ー
消
費
性
能

三
十
一
条
第
二

向
上
基
準
適

項
に
お
い
て
準

合
計
画
で
あ

用
す
る
同
法
第

る
場
合
に
あ

二
十
九
条
第
一

っ
て
は
、
一

項
の
規
定
に
基

万
二
千
円
）

づ
く
建
築
物
エ



ネ
ル
ギ
ー
消
費
床
面
積
が
三
百
平
六
万
千
百
円
変
更
認
定

性
能
向
上
計
画
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
建
築
物
エ
申
請
の
と

の
変
更
の
認
定
二
千
平
方
メ
ー
ト
ネ
ル
ギ
ー
消
き
。

の
申
請
に
対
す
ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

る
審
査
の
う
ち
、

基
準
適
合
計

共
同
住
宅
で
あ

画
で
あ
る
場

っ
て
全
て
の
住

合
に
あ
っ
て

戸
に
つ
い
て
誘

は
、
二
万
三

導
仕
様
基
準
を

千
百
円
）

用
い
た
も
の
に

係
る
審
査
（
以
床
面
積
が
二
千
平
十
万
九
千
円
変
更
認
定

下
こ
の
項
に
お
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
建
築
物
エ
申
請
の
と

い
て
「
共
同
住
五
千
平
方
メ
ー
ト
ネ
ル
ギ
ー
消
き
。

宅
仕
様
審
査
」
ル
未
満
の
も
の

費
性
能
向
上

と
い
う
。
）

基
準
適
合
計

画
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て

は
、
四
万
八

千
七
百
円
）

床
面
積
が
五
千
平
十
六
万
四
千
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
建
築
物
申
請
の
と

一
万
平
方
メ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
き
。

ル
未
満
の
も
の

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
八
万

五
千
三
百
円

）



床
面
積
が
一
万
平
二
十
九
万
八
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
円
（
建
築
申
請
の
と

二
万
五
千
平
方
メ
物
エ
ネ
ル
ギ
き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も
ー
消
費
性
能

の
向
上
基
準
適

合
計
画
で
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十

に
、
「
二
十
三
万
四
千

三
万
六
千
円

）

床
面
積
が
二
万
五
五
十
万
三
千
変
更
認
定

千
平
方
メ
ー
ト
ル
円
（
建
築
物
申
請
の
と

以
上
五
万
平
方
メ
エ
ネ
ル
ギ
ー
き
。

ー
ト
ル
未
満
の
も
消
費
性
能
向

の
上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
十

万
四
千
円
）

床
面
積
が
五
万
平
八
十
八
万
千
変
更
認
定

方
メ
ー
ト
ル
以
上
円
（
建
築
物
申
請
の
と

の
も
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
き
。

消
費
性
能
向

上
基
準
適
合

計
画
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、
三
十



万
九
千
円
）

建
築
物
の
エ
ネ
い
ず
れ
か
の
住
戸
共
同
住
宅
標
変
更
認
定

ル
ギ
ー
消
費
性
に
つ
い
て
基
準
省
準
審
査
に
掲
申
請
の
と

能
の
向
上
等
に
令
第
十
条
第
二
号
げ
る
手
数
料
き
。

関
す
る
法
律
第
イ
⑴
の
基
準
を
用
額

三
十
一
条
第
二
い
た
も
の

項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
全
て
の
住
戸
に
つ
共
同
住
宅
仕
変
更
認
定

二
十
九
条
第
一
い
て
基
準
省
令
第
様
審
査
に
掲
申
請
の
と

項
の
規
定
に
基
十
条
第
二
号
イ
⑵
げ
る
手
数
料
き
。

づ
く
建
築
物
エ
の
基
準
を
用
い
た
額

ネ
ル
ギ
ー
消
費
も
の

性
能
向
上
計
画

の
変
更
の
認
定

の
申
請
に
対
す

る
審
査
の
う
ち
、

共
同
住
宅
に
係

る
審
査
で
あ
っ

て
、
共
同
住
宅

標
準
審
査
及
び

共
同
住
宅
仕
様

審
査
以
外
の
審

査
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「

共
同
住
宅
併
用

審
査
」
と
い
う
。

）

」

円
」
を
「
二
十
三
万
八
千
円
」
に
、
「
二
十
九
万
三
千
円
」
を
「
二
十
九
万
七
千
円
」
に
、
「
一
万



八
千
七
百
円
」
を
「
一
万
九
千
三
百
円
」
に
、
「
三
十
七
万
八
千
円
」
を
「
三
十
八
万
三
千
円
」
に
、

「
二
万
九
千
三
百
円
」
を
「
三
万
円
」
に
、
「
五
十
三
万
九
千
円
」
を
「
五
十
四
万
五
千
円
」
に
、

「
六
十
六
万
三
千
円
」
を
「
六
十
七
万
千
円
」
に
、
「
十
三
万
二
千
円
」
を
「
十
三
万
四
千
円
」
に
、

「
七
十
八
万
三
千
円
」
を
「
七
十
九
万
三
千
円
」
に
、
「
十
六
万
六
千
円
」
を
「
十
六
万
八
千
円
」

に
、
「
八
十
九
万
三
千
円
」
を
「
九
十
万
四
千
円
」
に
、
「
二
十
万
七
千
円
」
を
「
二
十
一
万
円
」

に
、
「
百
十
一
万
四
千
円
」
を
「
百
十
二
万
七
千
円
」
に
、
「
九
万
八
百
円
」
を
「
九
万
二
千
三
百

円
」
に
、
「
十
一
万
五
千
円
」
を
「
十
一
万
七
千
円
」
に
、
「
十
五
万
千
円
」
を
「
十
五
万
三
千
円

」
に
、
「
二
十
四
万
三
千
円
」
を
「
二
十
四
万
七
千
円
」
に
、
「
三
十
一
万
七
千
円
」
を
「
三
十
二

万
千
円
」
に
、
「
三
十
八
万
千
円
」
を
「
三
十
八
万
六
千
円
」
に
、
「
四
十
四
万
六
千
円
」
を
「
四

十
五
万
二
千
円
」
に
、
「
五
十
七
万
八
千
円
」
を
「
五
十
八
万
五
千
円
」
に
、
「
又
は
戸
建
住
宅
仕

様
審
査
」
を
「
、
戸
建
住
宅
仕
様
審
査
又
は
戸
建
住
宅
併
用
審
査
」
に
、
「
又
は
共
同
住
宅
仕
様
審

査
」
を
「
、
共
同
住
宅
仕
様
審
査
又
は
共
同
住
宅
併
用
審
査
」
に
改
め
、
同
表
三
百
九
十
九
の
九
の

項
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第

二
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
三
百

九
十
九
の
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百
建
築
物
エ
ネ
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
三
百
九
十
九
交
付
申
請

九
十
ル
ギ
ー
消
費
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
の
八
の
項
に
の
と
き
。

九
の
性
能
向
上
計
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
掲
げ
る
手
数

十
画
軽
微
変
更
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
料
額
と
同
一

証
明
書
交
付
軽
微
な
変
更
に
関
す
る
証
明
書
の
交
の
金
額

手
数
料

付

別
表
第
一
の
四
百
十
一
の
項
中
「
宅
地
造
成
工
事
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
宅
地
造
成
又
は
特
定

盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
許
可
申
請
手
数
料
」
に
、
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等

規
制
法
」
に
、
「
第
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
宅
地
造
成
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
宅
地
造
成
若
し
く
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
申
請
又
は
同
法
第
三
十
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
盛
土
等
」
に
、
「
切
土
又
は
盛
土
」
を
「
盛
土
又
は
切
土
」
に
、
「
及



び
四
百
十
一
の
二
の
項
」
を
「
、
四
百
十
一
の
二
の
項
及
び
四
百
十
一
の
五
の
項
」
に
、
「
一
万
二

千
円
」
を
「
一
万
九
千
百
円
」
に
、
「
二
万
千
円
」
を
「
二
万
九
千
四
百
円
」
に
、
「
三
万
千
円
」

を
「
四
万
七
百
円
」
に
、

「

切
盛
面
積
が
二
千
四
万
七
千
円
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を

の
と
き
。

超
え
五
千
平
方
メ

を

ー
ト
ル
以
内
の
も

の

」

「

切
盛
面
積
が
二
千
五
万
八
千
四
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を
百
円

の
と
き
。

超
え
三
千
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も

の

に
、
「
六
万
七
千
円
」
を
「
九
万
三
千
五

切
盛
面
積
が
三
千
七
万
千
二
百
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を
円

の
と
き
。

超
え
五
千
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も

の

」

百
円
」
に
、
「
十
一
万
円
」
を
「
十
五
万
三
千
円
」
に
、
「
十
七
万
円
」
を
「
二
十
三
万
四
千
円
」

に
、
「
二
十
五
万
円
」
を
「
三
十
六
万
六
千
円
」
に
、
「
三
十
四
万
円
」
を
「
五
十
一
万
八
千
円
」

に
、
「
四
十
二
万
円
」
を
「
六
十
六
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
表
四
百
十
一
の
二
の
項
中
「
宅
地
造

成
工
事
変
更
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
変
更
許

可
申
請
手
数
料
」
に
、
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
変
更
許
可
の
申
請
」
を
「
宅
地
造
成
及



び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
宅
地
造
成
若
し
く
は
特
定
盛
土
等
に
関

す
る
工
事
の
変
更
許
可
申
請
又
は
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
盛
土
等
に
関
す

る
工
事
の
変
更
許
可
申
請
」
に
、
「
四
十
二
万
円
」
を
「
六
十
六
万
八
千
円
」
に
、
「
宅
地
造
成
工

事
に
関
す
る
設
計
」
を
「
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
設
計
」
に
、
「
切
土

又
は
盛
土
」
を
「
盛
土
又
は
切
土
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
百
土
石
の
堆
積
宅
地
造
成
及
び
土
石
の
堆
積
を
す
一
万
四
千
九
許
可
申
請

十
一
に
関
す
る
工
特
定
盛
土
等
規
る
土
地
の
面
積
（
百
円

の
と
き
。

の
三
事
に
係
る
許
制
法
第
十
二
条
以
下
こ
の
項
及
び

可
申
請
手
数
第
一
項
又
は
第
次
項
に
お
い
て
「

料
三
十
条
第
一
項
堆
積
面
積
」
と
い

の
規
定
に
基
づ
う
。
）
が
五
百
平

く
土
石
の
堆
積
方
メ
ー
ト
ル
以
内

に
関
す
る
工
事
の
も
の

の
許
可
申
請
に

対
す
る
審
査

堆
積
面
積
が
五
百
一
万
五
千
六
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を
百
円

の
と
き
。

超
え
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の

堆
積
面
積
が
千
平
一
万
八
千
二
許
可
申
請

方
メ
ー
ト
ル
を
超
百
円

の
と
き
。

え
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の

堆
積
面
積
が
二
千
二
万
千
六
百
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を
円

の
と
き
。

超
え
三
千
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も

の



堆
積
面
積
が
三
千
三
万
千
九
百
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を
円

の
と
き
。

超
え
五
千
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も

の堆
積
面
積
が
五
千
三
万
六
千
二
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を
百
円

の
と
き
。

超
え
一
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も

の堆
積
面
積
が
一
万
四
万
二
千
百
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を
円

の
と
き
。

超
え
二
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も

の堆
積
面
積
が
二
万
五
万
七
千
円
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を

の
と
き
。

超
え
四
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も

の堆
積
面
積
が
四
万
七
万
九
千
三
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を
百
円

の
と
き
。

超
え
七
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も

の



堆
積
面
積
が
七
万
十
一
万
九
千
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を
円

の
と
き
。

超
え
十
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も

の堆
積
面
積
が
十
万
十
四
万
四
千
許
可
申
請

平
方
メ
ー
ト
ル
を
円

の
と
き
。

超
え
る
も
の

四
百
土
石
の
堆
積
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
変
更
許
可
申
変
更
許
可

十
一
に
関
す
る
工
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
請
一
件
に
つ
申
請
の
と

の
四
事
に
係
る
変
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
土
石
の
堆
き
、
次
に
掲
き
。

更
許
可
申
請
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
許
可
申
請
げ
る
額
を
合

手
数
料

に
対
す
る
審
査

算
し
た
額
。

た
だ
し
、
そ

の
額
が
十
四

万
四
千
円
を

超
え
る
と
き

は
、
そ
の
手

数
料
の
額
は
、

十
四
万
四
千

円
と
す
る
。

ア
土
石
の

堆
積
に
関

す
る
工
事

に
係
る
設

計
の
変
更

（
イ
の
み



に
該
当
す

る
場
合
を

除
く
。
）

に
つ
い
て

は
、
堆
積

面
積
（
イ

に
規
定
す

る
変
更
を

伴
う
場
合

に
あ
っ
て

は
変
更
前

の
堆
積
面

積
、
土
石

の
堆
積
を

す
る
土
地

の
縮
小
を

伴
う
場
合

に
あ
っ
て

は
縮
小
後

の
堆
積
面

積
）
に
応

じ
四
百
十

一
の
三
の

項
に
規
定

す
る
額
に

十
分
の
一

を
乗
じ
て

得
た
額

イ
土
石
の

堆
積
に
関



す
る
工
事

に
係
る
設

計
の
変
更

（
新
た
な

土
地
に
つ

い
て
土
石

の
堆
積
を

す
る
場
合

に
限
る
。

）
に
つ
い

て
は
、
当

該
新
た
な

堆
積
面
積

に
応
じ
四

百
十
一
の

三
の
項
に

規
定
す
る

額

四
百
宅
地
造
成
又
宅
地
造
成
及
び
切
盛
面
積
が
三
千
五
千
七
百
円
中
間
検
査

十
一
は
特
定
盛
土
特
定
盛
土
等
規
平
方
メ
ー
ト
ル
以

申
請
の
と

の
五
等
工
事
中
間
制
法
第
十
八
条
内
の
も
の

き
。

検
査
手
数
料
第
一
項
又
は
第

三
十
七
条
第
一
切
盛
面
積
が
三
千
七
千
八
百
円
中
間
検
査

項
の
規
定
に
基
平
方
メ
ー
ト
ル
を

申
請
の
と

づ
く
特
定
工
程
超
え
二
万
平
方
メ

き
。

に
係
る
工
事
の
ー
ト
ル
以
内
の
も

検
査

の切
盛
面
積
が
二
万
一
万
四
千
円
中
間
検
査



平
方
メ
ー
ト
ル
を

申
請
の
と

超
え
四
万
平
方
メ

き
。

ー
ト
ル
以
内
の
も

の切
盛
面
積
が
四
万
二
万
六
千
五
中
間
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
を
百
円

申
請
の
と

超
え
七
万
平
方
メ

き
。

ー
ト
ル
以
内
の
も

の切
盛
面
積
が
七
万
四
万
四
千
七
中
間
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
を
百
円

申
請
の
と

超
え
十
万
平
方
メ

き
。

ー
ト
ル
以
内
の
も

の切
盛
面
積
が
十
万
六
万
三
千
四
中
間
検
査

平
方
メ
ー
ト
ル
を
百
円

申
請
の
と

超
え
る
も
の

き
。

（
橿
原
公
苑
使
用
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
橿
原
公
苑
使
用
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
表
相
撲
場
の
部
、
弓
道
場
の
部
及
び
陸
上
競
技
場
の
部
中
「
二
五
〇
円
と
」
を
「
二

五
〇
円
（
小
学
校
、
中
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
学
校
の
児
童
又
は
生
徒
が
個
人
練
習
の
た
め
に

使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
二
〇
円
）
と
」
に
改
め
、
同
表
体
育
館
の
部
第
一
体
育
館
の
項
中

「

１
床
面
積

の
一
部
に



限
つ
て
使

用
す
る
場

合
の
使
用

料
は
、
使

用
す
る
面

積
に
よ
り

次
の
と
お

り
と
す
る
。

二
分
の

一
以
下

の
場
合

上
記

金
額

の
そ

れ
ぞ

れ
二

を

分
の

一
の

額

二
分
の

一
を
超

え
る
場

合

上
記

金
額

２
個
人
練

習
の
た
め

に
使
用
す

る
場
合
の

使
用
料
は
、



一
人
一
回

に
つ
き
二

五
〇
円
と

す
る
。

」

「

床
面
積
の

一
部
に
限
つ

て
使
用
す
る

場
合
の
使
用

料
は
、
使
用

す
る
面
積
に

よ
り
次
の
と

お
り
と
す
る
。

１
二
分
の

一
以
下
の

に
改
め
、
「
五
一
〇
円
」
の
下
に
「
（
小
学
校
、
中
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
準

場
合
上

記
金
額
の

そ
れ
ぞ
れ

二
分
の
一

の
額

２
二
分
の

一
を
超
え

る
場
合

上
記
金
額

」

ず
る
学
校
の
児
童
又
は
生
徒
が
個
人
練
習
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
五
〇
円
）
」

を
加
え
、
同
部
第
二
体
育
館
の
項
中

「

１
床
面
積



の
一
部
に

限
つ
て
使

用
す
る
場

合
の
使
用

料
は
、
使

用
す
る
面

積
に
よ
り

次
の
と
お

り
と
す
る
。

二
分
の

一
以
下

の
場
合

上
記

金
額

の
そ

れ
ぞ

れ
二

を

分
の

一
の

額

二
分
の

一
を
超

え
る
場

合

上
記

金
額

２
個
人
練

習
の
た
め

に
使
用
す

る
場
合
の



使
用
料
は
、

一
人
一
回

に
つ
き
二

五
〇
円
と

す
る
。

」

「

床
面
積
の

一
部
に
限
つ

て
使
用
す
る

場
合
の
使
用

料
は
、
使
用

す
る
面
積
に

よ
り
次
の
と

お
り
と
す
る
。

１
二
分
の

一
以
下
の

に
改
め
、
同
表
の
注
３
を
削
り
、
同
表
の
注
４
を
同
表
の
注
３
と
し
、
同
表

場
合
上

記
金
額
の

そ
れ
ぞ
れ

二
分
の
一

の
額

２
二
分
の

一
を
超
え

る
場
合

上
記
金
額

」

の
注
５
か
ら
同
表
の
注
７
ま
で
を
同
表
の
注
４
か
ら
同
表
の
注
６
ま
で
と
し
、
同
表
の
注
８
中
「
７

」
を
「
６
」
に
改
め
、
同
表
の
注
８
を
同
表
の
注
７
と
す
る
。

（
奈
良
県
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）



第
三
条
奈
良
県
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
二
の
中
「
四
千
五
百
円
」
を
「
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
中
を
と
し
、

12

13

14

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12

形
状
測
定
試
験

13

Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
測
定
試
験

一
試
料
一
条
件
に
つ
き
八
千
二
百
円

（一）

接
触
式
三
次
元
測
定
試
験

一
試
料
一
箇
所
に
つ
き
九
千
円

（二）

非
接
触
式
三
次
元
測
定
試
験

一
試
料
に
つ
き

一
万
七
千
九
百
円

（三）

（
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
の
十
四
の
表
中
「
一
、
三
七
〇
円
」
を
「
一
、
七
七
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
五
〇
円
」

を
「
三
、
五
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
九
〇
円
」
を
「
一
、
六
六
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
八
〇
円
」

を
「
三
、
三
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
六
〇
円
」
を
「
一
、
三
七
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
三
〇
円
」

を
「
二
、
七
五
〇
円
」
に
改
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
第
一
条
中
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
四
百
十
一
の
項
及
び
四
百
十
一
の
二
の
項
の
改
正

規
定
、
同
表
四
百
十
一
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定

令
和
七
年
五
月
七
日

二
第
四
条
の
規
定
令
和
八
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

２
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規

制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
本
文
の
許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
当

該
許
可
に
係
る
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
許
可
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
に

つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
手
数
料
条
例
別
表
第
一
の
四
百
十
一
の
二
の

項
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。



３
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
奈
良
県
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー

手
数
料
条
例
に
規
定
す
る
試
験
の
申
込
み
を
し
て
い
る
者
の
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
利
用
料
金
の
額
の
定
め
）

４
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
利
用

料
金
の
額
の
定
め
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
立
都
市
公
園

条
例
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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